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附属資料④ 

 

 

川西市中央北地区ＰＦＩ事業 

 

協 定 書 (案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年２月 

川西市 
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協 定 書 

 

１ 事 業 名   川西市中央北地区ＰＦＩ事業 

 

２ 事業の場所   川西市火打１丁目外地内 阪神間都市計画事業中央北地区特定土地

区画整理事業 施行区域内 

 

３ 協 定 期 間   自  川西市中央北地区ＰＦＩ事業協定の締結について、川西市議会

の議決のあった日（別途、川西市が通知により定める日） 

至  平成３５年３月３１日 

 

４ 協 定 金 額   金           円に、この協定の規定により金利変動、

物価変動、税制の変更等に基づく改定を行った額に消費税及び地方

消費税を加算した金額 

 

内 訳 

施設整備費 円 

（うち、消費税及び地方消費税相当額 円） 

（うち、割賦金利（非課税） 円） 

維持管理費 円 

（うち、消費税及び地方消費税相当額 円） 

まちづくりコーディネート業務費 円 

（うち、消費税及び地方消費税相当額 円） 

 

５ 協定保証金   別途、協定書中に記載のとおり。 

 

６ 支 払 条 件   別途、協定書中に記載のとおり。 

 

 

前記の川西市中央北地区ＰＦＩ事業（以下「本事業」という。）について、川西市（以

下「甲」という。）と【事業者】（以下「乙」という。）は、各々対等な立場における

合意に基づいて、以下の条項により川西市中央北地区ＰＦＩ事業協定を締結し、信義に

従って誠実にこれを履行する。 

この協定締結の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有

する。 

なお、この協定は仮協定として締結するものであり、民間資金等の活用による公共施
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設等の整備等の促進に関する法律（平成11年7月30日法律第117号）第９条による川西市

議会の議決を経たときに本協定となる。川西市議会の議決が得られなかったときは、こ

の協定は無効となり、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担

となる。 

 

平成２５年 月  日 

 

甲    川西市          

     印 

 

乙    所在地 

        商号又は名称 株式会社                印 

        代表者氏名  代表取締役  
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   総  則  
 

第１条 （目的）  
川西市中央北地区ＰＦＩ事業協定（以下「本協定」という。）は、甲及び乙が相互に協

力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。 

 

第２条 （総則）  
甲及び乙は、日本国の法令を遵守し、信義に従って誠実に本協定を履行しなければなら

ない。 

 

第３条 （公共性及び民間事業の趣旨の尊重）  
１ 乙は、本事業が、甲を管理者として、総合的なまちづくりの推進を行うことを目的と

する事業であって、高度の公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっ

ては、その趣旨を尊重する。 

２ 甲は、本事業が民間の事業者によって実施されることを十分理解し、本事業の実施に

当たっては、その趣旨を尊重する。 

 

第４条 （用語の定義）  
本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（1） 「本事業」とは、川西市中央北地区ＰＦＩ事業であり、第５条に記載する業務
により構成される事業をいう。 

（2） 「事業受託予定者」とは、【設計企業】、【工事監理企業】、【工程調整企業】、
【建設企業】、【維持管理企業】、【コーディネーター企業】及び【用地活用企

業】をいう。 

（3） 「設計企業」とは、【設計企業】をいう。 
（4） 「工事監理企業」とは、【工事監理企業】をいう。 
（5） 「工程調整企業」とは、【工程調整企業】をいう。 
（6） 「建設企業」とは、【建設企業】をいう。 
（7） 「維持管理企業」とは、【維持管理企業】をいう。 
（8） 「コーディネーター企業」とは、【コーディネーター企業】をいう。 
（9） 「用地活用企業」とは、【用地活用企業】をいう。 
（10） 「用地活用企業」らとは、【用地活用企業】及び【用地活用企業】が誘致した

住宅施設の整備を行う企業をいう。 

（11） 「中央北地区」とは、阪神間都市計画事業中央北地区特定都市区画整理事業の
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施行地区である別紙１記載の土地をいう。 

（12） 「本件土地」とは、本事業による都市基盤の整備の対象となる別紙２記載の土
地をいう。 

（13） 「市関連用地等」とは、本事業の実施に伴い財団法人川西市都市整備公社及び
本件土地内の地権者が用地活用企業に対して売却する土地である別紙３記載の

土地をいう。 

（14） 「土壌汚染対策区域」とは、土壌汚染対策工事の対象となる別紙４記載の土地
をいう。 

（15） 「土地所有者」とは、市関連用地等の所有者をいう。 
（16） 「募集要項等」とは、本事業に関し、平成２４年１１月２２日に公表された「川

西市中央北地区ＰＦＩ事業 実施方針」、平成２５年２月２６日に公表された「川

西市中央北地区ＰＦＩ事業 募集要項」、平成２５年２月２６日に公表された「川

西市中央北地区ＰＦＩ事業 要求水準書」を含む、本事業に関し甲が公表した公

募に関係する一切の書類及び添付資料をいう。 

（17） 「募集要項等に関する質問に対する回答」とは、募集要項等に関して提出され
た質問書等をもとに甲が作成・公表した回答書をいう。 

（18） 「提案書類等」とは、本事業に関し事業受託予定者が甲に提出した提案書その
他一切の書類及び添付資料並びにヒアリングの際の提案及び甲の質問に対する

回答内容をいう。 

（19） 「公募関係書類等」とは、募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答、
及び提案書類等をいう。 

（20） 「要求水準」とは、募集要項等及び募集要項等に関する質問に対する回答に記
載された、本事業の遂行に当たって、乙が満たすべき最低水準をいう。ただし、

要求水準書記載の水準が変更された場合は、変更後の水準をいう。 

（21） 「提案水準」とは、要求水準をすべて満たす提案書類等において提案された水
準をいう。 

（22） 「基本協定」とは、甲と事業受託予定者との間で締結する、本事業に係る基本
的事項を定めた協定をいう。 

（23） 「各年度業務委託契約書」とは、本協定に基づき、本事業のうち国庫補助の対
象となる事業に関し、毎事業年度毎に締結される業務委託契約書をいう。 

（24） 「市関連用地等売買契約書」とは、市関連用地等の売買に関する契約書をいう。 
（25） 「都市基盤施設」とは、本事業において乙が整備する別紙５記載の都市計画道

路、電線共同溝、特殊道路、通路、区画道路、水路、市関連用地、中央公園等の

施設をいう。 

（26） 「都市基盤施設の各施設」とは、中央公園、火打滝山線、小花滝山線、豊川橋
山手線（特殊道路 No.１～４を含む。）、せせらぎ遊歩道北線、せせらぎ遊歩道
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南線、区画道路№３、区画道路№６、第２号水路、第４号水路のそれぞれをいう。 

（27） 「中央公園」とは、本事業により本件土地のうち別紙２に「中央公園」として
表示される部分に建設・設置される公園施設をいう。 

（28） 「電線共同溝」とは、本事業により本件土地のうち都市計画道路豊川橋山手線
の地下を中心に建設・設置される電線共同溝施設をいう。 

（29） 「本件設計等」とは、中央公園についての基本設計及び実施設計、電線共同溝
についての実施設計、市関連用地等の整地に関する設計、並びにこれらの実施の

ため必要な法令に定める手続等の付随関連する手続等をいう。 

（30） 「基本設計図書」とは、中央公園についての基本設計により作成される別紙６
記載の図書をいう。 

（31） 「実施設計図書」とは、電線共同溝及び中央公園の実施設計により作成される
別紙７記載の図書をいう。 

（32） 「整地設計図書」とは、本事業により実施される整地業務に関する別紙８記載
の設計図書をいう。 

（33） 「設計図書」とは、基本設計図書、実施設計図書及び整地設計図書をいう。 
（34） 「本件工事」とは、都市基盤施設の建設、設置工事、市関連用地等の整地工事

及び土壌汚染対策工事をいう。 

（35） 「施工計画書」とは、建設業務の着手前に甲に提出する、工事目的物を完成す
るために必要な手順や工法等を記載した書類であり、兵庫県県土整備部が定める

「土木工事共通仕様書」等（いずれも最新版）に従って作成された書類をいう。 

（36） 「実施工程表」とは、本件工事の施工に関する工程表をいう。 
（37） 「竣工図書」とは、都市基盤施設の引き渡し時に、乙が甲に対して交付すべき、

別紙９に記載するものをいう。 

（38） 「維持管理対象施設」とは、乙が維持管理業務に着手している都市基盤施設の
各施設をいう。 

（39） 「設計・建設期間」とは、本協定の締結日から都市基盤施設の各施設のうち最
後に引き渡される施設の引渡日までの期間をいう。 

（40） 「維持管理期間」とは、都市基盤施設の各施設のうち、最初に供用が開始され
る施設の供用開始日から本事業終了日までの期間をいう。 

（41） 「事業年度」とは、各年の４月１日から３月３１日までをいう。 
（42） 「開庁日」とは、川西市の休日を定める条例（平成 3年 3月 27日川西市条例

第 6号）第 2条に定める市の休日以外の日をいう。 

（43） 「財務書類」とは、会社法（平成 17年 7月 26日法律第 86号）第 435条第 2
項に定める書類をいう。 

（44） 「施設整備費」とは、第１０章に定める対価のうち、第３章及び第４章に規定
する設計、建設業務（第２９条に定める都市基盤施設の建設、設置工事の工事監



 

7 

理業務を含む。）並びに第６章に規定する土地区画整理事業全体の円滑な促進に

係る調整業務の対価として甲から乙に支払われる金員の総額（消費税・地方消費

税相当額、及び上記元本額のうち割賦支払分に対する割賦金利を含む。）であり、

乙の開業準備費が含まれる。 

（45） 「維持管理費」とは、第１０章に定める対価のうち、第７章に規定する維持管
理業務の対価として甲から乙に支払われる金員の総額（消費税・地方消費税相当

額を含む）をいう。 

（46） 「土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務」とは、第６章の土地区
画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務をいう。 

（47） 「まちづくりコーディネート業務」とは、第８章のまちづくりコーディネート
業務をいう。 

（48） 「まちづくりコーディネート業務費」とは、第８章のまちづくりコーディネー
ト業務の対価として甲から乙に支払われる金員の総額（消費税・地方消費税相当

額を含む）をいう。 

（49） 「本事業に直接関係する法令」とは、特に本事業と類似の業務を提供する施設
の整備・維持管理・運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とし

た法令を意味し、法人の運営や利益に係るもの以外の税制度の新設又は変更を含

むものとする。 

（50） 「不可抗力事由」とは、天変地異、戦争、火災、不慮の事故、ストライキ、ロ
ックアウト、暴動、嵐、洪水、地震、伝染病、内乱、革命、爆発、津波、台風、

高潮、大雪、外部電源からの長期の電力供給停止又は甲若しくは乙の合理的な制

御が不能なあらゆる事象をいう。 

（51） 「本協定上の秘密」とは、甲及び乙が本協定上の義務の履行又は本協定上の権
利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、

本協定締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本協定

に関して知った後に自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利

を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを

除く。 

（52） 「本件秘密文書等」とは、本協定上の秘密が記載された文書及び本協定上の秘
密が記録された電磁的記録をいう。 

（53） 「融資機関」とは、本事業に関する資金を乙に対して融資する銀行法上の銀行
その他これに類する金融機関をいう。 

 

第５条 （事業の概要）  
１ 本事業は、中央北地区におけるまちづくりコーディネート業務、中央北地区の整備の

円滑な促進に係る調整業務、本件土地の整地及び本件土地内に整備する道路、公園等
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の都市基盤施設についての設計、建設、工事監理及び維持管理業務、市関連用地等の

取得及び住宅の誘致業務、並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成され

る。 

２ 乙は、本事業を、本協定及び公募関係書類等に従って遂行しなければならない。 

３ 本協定及び公募関係書類等を構成する書類等の内容に矛盾、齟齬がある場合には、本

協定、募集要項等に関する質問に対する回答、募集要項等、提案書類等の順にその解

釈が優先し、公表ないし表明時期の新しい順にその解釈が優先する。但し、提案水準

が募集要項等又は募集要項等に関する質問に対する回答の内容を上回るときは、その

限度で提案水準が優先するものとする。 

４ 募集要項等に関する質問に対する回答、募集要項等及び提案書類等の中の各書類等の

内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲及び乙は、協議の上、かかる記載内容に関する

事項を決定する。 

５ 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、本件土地以外の中央北地区の土地に建設、

設置、導入等をしてはならない。 

６ 乙は、建設対象施設等について、第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分

をしてはならない。 

 

第６条 （事業の場所）  
本事業を実施する場所は、本件土地の区域とする。但し、中央北地区の整備の円滑な促

進に係る調整業務並びにまちづくりコーディネート業務のうち中央北地区全域の低炭素

まちづくり実践業務及び中央北地区全域に関するマネージメント業務については中央北

地区全域とする。 

 

第７条 （事業日程）  
本事業は、別紙１０として添付する日程表に従って実施される。 

 

第８条 （事業の留意点）  
１ 乙は、本事業の実施に当たり、自己の施工する工事と甲が別途発注する他の工事等が

施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき必要な調整

を、自己の責任及び費用で行わなければならない。なお、乙が、本事業の実施に当た

り、甲以外の施主が本件土地の周辺地において発注する工事との調整の必要があると

きは、その調整協議に甲も参加するが、その施工につき必要な調整については、乙が

自己の責任及び費用で行うものとし、甲は、その調整協議への参加を理由として、本

事業の実施の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

２ 乙は、本事業の実施に当たり、協定期間終了後の都市基盤施設の維持管理及び修繕等

に要する費用の節減に配慮しなければならない。 
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３ 乙は、宅地造成等規制法（昭和 36年 11月 7日法律第 191号）、砂防法（明治 30年

3月 30日法律 29号）、都市計画法（昭和 43年 6月 15日法律第 100号）、土地区画

整理法（昭和 29年 5月 20日法律第 119号）、道路法（昭和 27年 6月 10日法律第

180号）、水道法(昭和 32年 6月 15日法律第 177号）、下水道法（昭和 33年４月 24

日法律第 79号）、建築基準法（昭和 25年 5月 24日法律第 201 号）、消防法（昭和

23年 7月 24日法律第 186号）等の関係法令等（条例を含む。以下、同じ。）の規定

に適合するよう本事業を実施しなければならない。 

４ 乙は、善良なる管理者としての注意義務をもって、本協定を履行しなければならない。 

 

第９条 （乙の資金調達）  
本事業の実施に関連する一切の費用は、本協定中に別途規定がある場合を除きすべて乙

が負担し、本事業に関する乙の資金調達は乙が自己の責任及び費用で行う。 

 

第１０条 （その他）  
１ 本協定に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、催告及び解除は、書面により

行わなければならない。 

２ 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

４ 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合

を除き、計量法（平成 4年 5月 20日法律第 51号）に定めるところによる。 

５ 本協定における期間の定めについては、民法（明治 29年 4月 27日法律第 89号）及

び商法（明治 32年 3月 9日法律第 48号）の定めるところによる。 

６ 本協定は、日本国の法令に準拠する。 

 

第２章   事前調査 

 

第１１条 （事前調査）  
乙が本件土地及び本事業の実施のために必要となるその他の部分に関して事前調査を行

う場合は、自らの責任及び費用においてこれを行う。 

 

第３章   設  計 

 

第１２条 （中央公園等の設計）  
乙は、本協定締結後速やかに、関係法令等を遵守の上、本協定、各年度業務委託契約書

及び公募関係書類等に基づき、設計企業をして、甲と協議の上、中央公園の基本設計及

び実施設計、電線共同溝の実施設計を行わせる。なお、本協定締結以前において、甲と
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事業受託予定者との間で既に協議が開始されている場合、甲及び乙はその協議の結果を

引き継ぐ。 

 

第１３条 （設計工程表の提出）  
乙は、本協定締結後、速やかに前条の設計業務に関する工程表を作成し、甲に提出して

その承認を得るものとする。 

 

第１４条 （進捗状況の報告）  
１ 乙は甲に対し、設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、設計の進捗状況に関して、適宜、乙又は設計企業に

対して報告を求めることができる。 

３ 甲は前２項の報告を受けたことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について

何らの責任を負担するものではない。 

 

第１５条 （第三者による実施、第三者に及ぼした損害）  
１ 乙は、本件設計等を設計企業に実施させるものとし、事前に甲の承諾を得た場合を除

き、設計企業以外の者に、本件設計等の全部又は大部分を実施させてはならない。 

２ 乙は、本件設計等の一部を設計企業以外の第三者に実施させる場合は、かかる設計の

一部を実施する者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知しなけ

ればならない。 

３ 乙は、本件設計等に関する一切の責任を負担し、乙が、これを設計企業に行わせた場

合、又は設計企業が第三者に本件設計等を再委託した場合、その他設計に関して乙が

使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみ

なして乙が責任を負う。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由に基づき生

じたものについては、甲が負担する。 

４ 甲は、前項に基づき、乙が負担すべき損害について第三者に対して賠償した場合は、

乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場

合には、速やかに支払わなければならない。 

 

第１６条 （設計の完了）  
１ 乙は、中央公園の基本設計の完了後、遅滞なく、別紙６に規定する設計図書を、中央

公園及び電線共同溝の実施設計の完了後遅滞なく別紙７に規定する設計図書を、それ

ぞれ甲に提出し確認を受けなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。

この場合において、各設計図書の提出は別紙１０の日程に従う。 

２ 乙は、市関連用地等の整地に関する設計の完了後遅滞なく、別紙８に規定する整地設

計図書を甲に提出し確認を受けなければならない。設計の変更を行う場合も同様とす
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る。この場合において、設計図書の提出は別紙１０の日程に従う。 

３ 甲は、前２条において提示された設計図書が本協定、各年度業務委託契約書、公募関

係書類等若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、

又は提示された設計図書では本協定、各年度業務委託契約書、公募関係書類等及び甲

と乙の設計打ち合わせにおける合意において要求される仕様を満たさないと合理的

に判断する場合は、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に通

知し、修正を求めることができる。 

４ 乙が、前項の規定による通知を受領した場合、乙は速やかに当該不一致を是正し、是

正結果を甲に報告し、甲は速やかにその結果を確認する。なお、当該是正は、乙の責

任及び費用をもって行う。  
５ 前項の是正に起因して、次章に定める建設工事の遅延が見込まれる場合の第２４条第

１項の施工計画書記載の工期又は第４６条の供用開始日の変更は、第３８条第１項及

び第３項の規定に従う。 

６ 甲は、第１項の設計図書を受領したこと、乙に対して第２項の規定による通知を行っ

たこと又は第３項の規定による確認を行ったことのいずれを理由としても、本事業の

実施の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

 

第１７条 （関連行政手続等）  
１ 乙は、自己の責任及び費用で、本事業の実施のため必要な法令に定める手続を実施し

なければならない。 

２ 乙は、前項に定める手続の実施について、甲に対し事前説明及び事後報告を行うとと

もに、関係機関に提出した書類の写しを甲に提出しなければならない。ただし、甲乙

間の協議において甲により承諾された手続については、事前説明を要しない。 

３ 乙は、市関連用地等に関し、甲が実施する道路（官民）境界測量に協力する。 

 

第１８条 （甲の請求による設計変更）  
１ 甲は、必要があると認める場合、設計図書の完成前であると完成後であるとを問わず、

乙に対して、第４６条の供用開始日の変更を伴わず、かつ事業者提案書類の範囲を逸

脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、乙が実施する又は既に実施し

た設計についての変更を求めることができるものとする。この場合、乙は、当該変更

の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して甲からの設計変更請

求を受けてから１４日以内に、その検討結果を通知しなければならない。甲は、かか

る乙の検討結果をふまえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。 

２ 甲が、第４６条の供用開始日の変更を伴う設計変更又は事業者提案書類の範囲を逸脱

する設計変更の提案を行った場合、乙はその当否及び費用負担について甲との協議に

応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施する。 
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３ 第１項又は第２項の規定に従い、乙が設計変更を行い、当該変更が甲の責めに帰すべ

き事由に基づく場合（甲が、乙の責に帰すべき事由、不可抗力事由又は本事業に直接

関係する法令改正等がないにもかかわらず、任意に設計の変更を請求する場合を含

む。）に、当該変更により乙に追加費用又は損害（ただし、消極損害は乙の損害に含

まない。以下、本協定中、乙の「追加費用又は損害」について同じ。）が発生したと

きは、甲は、当該追加費用又は損害を合理的な範囲において負担するものとし〔ただ

し、甲又は乙が別紙１１記載の保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相

当額は甲が負担する乙に生じた追加費用又は損害の額から控除するものとし、以下、

本事業において乙に生ずる「追加費用又は損害」の額につき同様とする。〕、第３章

の設計業務、第４章の建設業務及び第６章の土地区画整理事業全体の円滑な促進に係

る調整業務に係る追加費用、損害については、施設整備費に組み入れた上で、予算の

範囲内で支払時点までの利息を付した一括又は分割により乙に対して支払い（ただし、

分割による支払いの場合、新たな資金調達に伴い必要となる金融費用は、甲が負担す

る。）、第 7章の維持管理業務に係る追加費用又は損害については維持管理費に算入

し、第８章のまちづくりコーディネート業務に係る追加費用又は損害についてはまち

づくりコーディネート業務費に算入する。本協定に基づく乙の業務に係る費用の減少

が生じたときは、追加費用又は損害が発生した場合と同様の方法により、支払対価を

減額する。この場合において、乙は、追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類

を添えて甲に請求する。 

４ 第１項又は第２項の設計変更に起因する設計図書の提出時期の変更、第２４条第１項

の施工計画書記載の工期又は第４６条の供用開始日（以下「施工計画書記載の工期等」

という。）の変更については、第３８条第２項及び第３項に従う。 

 

第１９条 （乙の請求による設計の変更）  
１ 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、設計変更を行うことはできない。ただし、

甲の責めに帰すべき事由に基づき、乙が甲に対して、設計変更を請求した場合、甲は、

合理的な理由があるときを除き、承諾を拒まないものとし、当該設計変更により、乙

に生じる追加費用又は損害の負担については、前条第３項に従う。 

２ 乙が甲の事前の承諾を得て設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損

害が発生したときは、原則として乙が当該費用を負担する。ただし、甲が必要と認め

た場合には甲が負担するものとし、負担方法については、前条第３項に従う。また、

当該設計変更により、本協定に基づく乙の業務に係る費用が減少したときについても

前条第３項に従う。 

３ 第１項又は第２項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、

第３８条第１項及び第３項に従う。  
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第２０条 （不可抗力事由による設計変更）  
１ 不可抗力事由に基づき、設計変更が必要となった場合、乙は、甲の承諾を得て、当該

設計変更を行う。 

２ 前項の規定により、乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害

が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のもの

について、別紙１２に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法について

は、第１８条第３項に従う。この場合、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証

する書類を添えて甲に請求する。また、当該設計変更により、本協定に基づく乙の業

務に係る費用が減少したときについても第１８条第３項に従う。 

３ 第１項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第３８条第

２項及び第３項に従う。 

 

第２１条 （法令の新設又は改正等による設計変更等）  
１ 本事業に直接関係する法令の新設又は改正等により、設計変更が必要となった場合、

乙は、甲の承諾を得て、当該設計変更を行う。 

２ 第１２条に定める設計の対象となる都市基盤施設の完成までに、甲が公募手続におい

て提供した地形・地質等調査、測量結果に明示されていない、又は募集要項等からは

合理的に推測できない本件土地の瑕疵、埋蔵文化財の発見等に起因して設計変更が必

要となった場合は、乙は甲に対し、設計又は建設工事の変更の承諾を請求することが

でき、甲は、必要かつ合理的と判断したときは、これを承諾する。 

３ 第１項又は第２項に基づき、乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用

又は損害が発生したときは、甲は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内の追

加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については、第１８条第３項に従う。

この場合、乙は追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求する。

また、当該設計変更により、本協定に基づく乙の業務に係る費用が減少したときにつ

いても第１８条第３項に従う。 

４ 第１項に定める場合以外の法令の新設又は改正等による設計変更にかかる費用等は、

乙の負担とする。 

５ 第１項又は前項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第

３８条第２項及び第３項に従う。 

 

第２２条 （事由の複合による設計変更）  
第１８条から前条までの各条項に規定する事由の全部又は一部が複合してなされた設計

変更に起因して、甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額につ

いては、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分したう

えで前４条を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。 
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第４章 建 設 

 

第１節  建設業務 

 
第２３条 （都市基盤施設の建設）  
１ 乙は、本協定締結後速やかに、建設企業をして、本協定、各年度業務委託契約書、公

募関係書類等、設計図書、施工計画書及び実施工程表に従い、かつ関係法令等を遵守

して、都市基盤施設の建設、設置工事を実施させる。但し、中央公園、電線共同溝の

建設工事については各実施設計図書、整地工事については整地設計図書について、そ

れぞれ第１６条に規定する甲の確認を得た後でなければ着工させてはならない。 

２ 乙は、本協定締結後速やかに、建設企業をして、本協定、各年度業務委託契約書、

公募関係書類等、設計図書、施工計画書及び実施工程表に従い、かつ関係法令等を遵

守して、土壌汚染対策区域において、土壌汚染対策工事を実施させる。 

３ 乙は、建設企業をして、本件工事を実施させるに当たっては、工程調整企業と協力

して、本件土地に隣接して行われる中央北地区の整備に関する工事との調整を図りつ

つ建設工事を円滑に遂行させなければならない。 

４ 乙は、建設企業をして、土壌汚染対策工事を実施させるに当たっては、土壌汚染調

査業務の実施業者と協力して、調査業務との調整を図りつつ工事を円滑に遂行させる

ものとする。 

 

第２４条 （施工計画書等）  
１ 乙は、本件工事の着手までに、工程表を明示した施工計画書（実施工程表を含む。）

を建設企業をして作成させ、甲に対して提出する。施工計画書は、設計図書が存する

施設等については設計図書に準拠したものでなければならない。 

２ 前項の施工計画書のうち、土壌汚染対策工事の施工計画書については、乙は、汚染

土壌の拡散防止対策、騒音・震動対策についても記入するものとし、かつ、着工前に

甲の承認を得なければならない。 

３ 甲は、乙と協議の上、毎年、事業年度が始まる【30】日前までに、当該事業年度に

おいて整備する都市基盤施設の内容、程度を決定し、甲及び乙は、当該決定に基づき、

各年度業務委託契約を締結する。なお、各年度業務委託契約書の様式は、別紙１３に

定めるところによる。 

４ 乙は、建設企業をして、別途甲との間の協議により定める期限までに、各年度事業

契約に基づき年間工程表及び月間工程表を作成させ、甲に対して提出させる。 

５ 乙は、建設企業をして、第１項の施工計画書、第３項の各年度事業契約書、並びに

前項の年間工程表及び月間工程表に従い、建設に着工させ、工事を遂行させる。 
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６ 乙は、工事期間中、建設企業をして工事現場に常に工事記録を整備させなければな

らない。 

７ 乙は、工事に着手するまでに、各工事、施設毎に施工体制台帳〔建設業法（昭和 24

年 5月 24日法律第 100号）第２４条の７に規定する施工体制台帳をいう。〕を作成し、

その写しを甲に対して提出する。 

８ 乙は、前項の施工体制台帳のうち、土壌汚染対策工事の施工体制台帳を作成するに

あたっては、当該工事が重金属類（六価クロム、鉛等）による土壌汚染に関する作業

であるという特殊性を踏まえ、不測の事態に充分対応できる緊急時連絡体制を整備し

た上で、かかる体制について記入しなければならない。 

 

第２５条 （手続書類の提出）  
１ 乙は、兵庫県県土整備部が定める「土木工事共通仕様書」及び「土木工事共通特記

仕様書」（いずれも最新版）に従い、官公庁等への手続き等の図書を作成する。 

２ 乙は、甲と協議を行い、甲が定める期限までに国庫補助金等申請手続きにおいて必

要となる資料等を作成し、甲に提出する。 

 

第２６条 （第三者による実施、第三者に及ぼした損害）  
１ 乙は、本件工事を建設企業に実施させるものとし、事前に甲の承諾を得た場合を除き、

建設企業以外の者に、本件工事の全部又は大部分を実施させてはならない。 

２ 乙は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に実施させる場合は、かかる工事の一

部を実施する者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知しなけれ

ばならない。 

３ 乙は、本件工事に関する一切の責任を負担し、乙が、これを建設企業に行わせた場合、

又は建設企業が第三者に再委託した場合、その他本件工事に関して乙が使用する一切

の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして乙が責

任を負う。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由に基づき生じたものにつ

いては、甲が負担する。 

４ 甲は、前項に基づき乙が負担すべき損害について第三者に対して賠償した場合は、乙

に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合

には、速やかに支払わなければならない。 

 

第２７条 （仮設及び施工方法等）  
１ 乙は、本件工事を完了するために必要な仮設、施工方法その他一切の手段については、

設計図書、事業者提案書類等において特に提案されているものも含め、自己の責任及

び費用において行う。 

２ 乙は、本件工事に使用する工事用電気、水道、ガス等については、自己の費用及び責
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任において調達しなければならない。 

 

第２８条 （許認可及び届出等）  
１ 乙は、本件工事に関する本協定上の義務を履行するために許認可等の取得及び届出等

が必要な場合、その一切を自己の責任において行う。 

２ 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項所定の許認可等の取得及び届出

等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行う。 

 

第２９条 （工事監理者等）  
１ 乙は、本件工事の工事監理を工事監理企業に実施させるものとし、事前に甲の承諾を

得た場合を除き、工事監理企業以外の者に工事監理の全部又は大部分を実施させては

ならない。 

２ 前項の工事監理企業は、本件工事を行う者と同一の者又は資本面若しくは人事面にお

いて関連のある者であってはならない。 

３ 乙は、本件工事の工事監理に関する一切の責任を負担し、乙が、これを工事監理企業

に行わせた場合、又は工事監理企業が第三者に再委託した場合、その他本件工事の工

事監理に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責め

に帰すべき事由とみなして乙が責任を負う。ただし、その損害のうち甲の責めに帰す

べき事由に基づき生じたものについては、甲が負担する。 

４ 甲は、前項に基づき乙が負担すべ毀損害について第三者に対して賠償した場合は、乙

に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合

には、速やかに支払わなければならない。 

５ 乙は、工事監理者をして、工事監理の状況を記載した工事監理状況報告書を甲に毎月

提出させるものとし、甲が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告並びに

工事現場での施工状況の説明を、随時行わせる。 

６ 乙は、工事監理者をして、甲に対して本件工事の完成確認報告を行わせる。 

７ 乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協

力を行う。 

 

第３０条 （建設場所の管理）  
１ 乙は、本件工事を実施するに当たり、使用が必要となる設備及び当該工事対象区域内

の場所等について、各設備又は各使用場所等ごとに、事前に、甲に対してその使用期

間及び使用場所を明らかにした届出を行わなければならない。 

２ 乙は、本件工事を実施するために前項の届出をした設備又は使用場所等以外の設備又

は土地等の使用が必要となった場合は、工事対象区域内については前項に準じてその

旨甲に届け出なければならない。工事対象区域外の土地の使用が必要となった場合に



 

17 

は乙は自己の責任及び費用でかかる土地を確保しなければならない。 

３ 乙は、第１項の届出をした設備又は使用場所当の引き渡しを受けた後、善良なる管理

者の注意義務をもってその管理を行う。 

 

第３１条 （建設に伴う近隣調整）  
１ 乙は、第２４条第１項の施工計画書に定める建設工事の着工日までに、近隣住民に対

して、事業計画（事業者提案書類に定める事項及び内容の計画をいう。以下、本条に

おいて同様とする。）及び工事実施計画（都市基盤施設の建設、設置工事の施工時期、

施工方法等の計画をいう。）の説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。

甲は、必要と認める場合は、乙が行う説明に協力する。 

２ 乙は、前項の説明に先立ち、乙が実施しようとする説明の方法、時期及び内容につい

て、甲に対して事前説明を行わなければならず、説明終了後速やかに、その結果を報

告しなければならない。 

３ 乙は、自己の責任及び費用において、近隣調整を行うものとし、整地された市関連用

地等の引渡時及び都市基盤施設の引渡時には、甲に対し近隣調整事後調査報告書を提

出しなければならない。 

４ 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として事業計画の変更をするこ

とはできない。この場合、甲は、乙が事業計画を変更せず、更なる調整によっても近

隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾す

る。 

５ 近隣調整の不調を理由として、乙が、甲の承諾を得て、施工計画書記載の工期等を変

更する場合については、第３８条第１項及び第３項に従う。 

 

第３２条 （環境対策）  
１ 乙は、建設企業をして、本件工事を実施させるに当たっては、甲と協議・調整を行

わせ、環境対策を実施させる。 

２ 乙は、建設企業をして、土壌汚染対策工事に際しては、特に環境への慎重な配慮を

させ、充分な汚染物質の拡散及び飛散防止対策を執らせるものとする。 

 
第３３条 （既存施設の解体業者の斡旋等）  
乙は、本件土地外の中央北地区内の既存施設の所有者からの依頼があった場合、当該所

有者に対し、既存施設を解体する解体業者の斡旋等を行うものとする。 

 

第２節  甲による確認 
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第３４条 （甲の説明要求等）  
１ 甲は、本件工事の状況が、本協定、各年度業務委託契約書、公募関係書類等、設計図

書、及び施工計画書及び実施工程表に従い、かつ関係法令等を遵守して実施されてい

ることを確認するために、実施状況及び品質管理について、乙に事前に通知した上で、

乙又は建設企業に対して説明を求めることができるものとし、また、建設実施現場に

おいて各々の実施状況を乙の立ち会いの上確認することができる。 

２ 乙は、前項に規定する説明及び確認の実施について、甲に対して最大限の協力を行う

とともに、建設企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせる。 

３ 前２項に規定する説明又は確認の実施の結果、本件工事の状況が本協定、各年度業務

委託契約書、公募関係書類等、設計図書、施工計画書、実施工程表及び関係法令等に

従っていない、又は本協定、各年度業務委託契約書、公募関係書類等、及び設計図書

に規定する仕様を満たさないと甲が判断した場合は、甲は、乙に対してその是正を求

めることができ、乙は、これに従わなければならない。 

４ 乙は、本件工事の期間中に、乙が行う検査又は試験について、事前に甲に対して通知

する。なお、甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。  
５ 乙は、本件工事の進捗状況に関して、適宜、甲に対して報告し、甲は乙から施工体制

台帳（建設業法第 24条の 7に規定する施工体制台帳）及び施工体制にかかる事項に

ついて報告を求めることができる。 

６ 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立ち会いを理由として、

本事業の実施の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

 

第３５条 （中間検査及び中間確認）  
１ 乙は、毎年度末において、都市基盤施設の各施設、市関連用地等及び土壌汚染対策区

域につき、自己の責任及び費用において、中間検査を行う。なお、中間検査の実施に

ついては、第３６条の規定を準用する。 

２ 甲は、前項の中間検査について報告を受けた後、本件工事が、本協定、各年度業務委

託契約書、公募関係書類等、設計図書、施工計画書、実施工程表及び関係法令等に従

い実施されていることを確認するために、中間確認を実施する。この場合、乙は、工

事監理者をして、工事監理状況報告書を甲に提出させる。 

３ 中間確認の実施については、第３７条の規定を準用する。 

４ 甲は、第２項による中間確認の他に、工期中、本件工事の状況が本協定、各年度業務

委託契約書、公募関係書類等、設計図書、施工計画書、実施工程表及び関係法令等に

従って建設、設置、整地又は工事されていることを確認するために、随時、必要な事

項に関する中間確認を実施することができるものとする。 

５ 甲は、第２項及び前項に規定する中間確認の実施を理由として、本事業の実施の全部

又は一部について何らの責任を負担するものではない。 
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第３節 完成検査等 

 

第３６条 （乙の完成検査）  
１ 乙は、都市基盤施設の各施設、市関連用地等及び土壌汚染対策区域につき、それぞれ

工事完成後速やかに、自己の責任及び費用において、完成検査を行う。 

２ 乙は、甲に対し、前項の完成検査を行う７日前（当該日が甲の非開庁日に当たる場合

にあっては、その直前の甲の開庁日）までに、当該完成検査を行う日時を通知する。 

３ 甲は、第１項の完成検査に立ち会うことができる。ただし、甲は、かかる完成検査へ

の立ち会いを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何らの責任を負担す

るものではない。 

４ 甲は、必要があると認めるときは、乙をして、乙の費用をもって必要最低限の破壊検

査を行わせることができるものとする。ただし、甲は、かかる破壊検査の実施を理由

として、本事業の実施の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

５ 乙は、甲の完成検査への立ち会いの有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を完成

検査実施後１月以内に検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告

しなければならない。 

 

第３７条 （甲の完成確認）  
１ 甲は、前条第４項の報告を受けてから１４日以内（１４日目の日が甲の非開庁日に当

たる場合にあっては、その直後の甲の開庁日まで）に、乙の完成検査の対象となった

都市基盤施設の各施設、市関連用地等又は土壌汚染対策区域についての完成確認を行

う。確認に際して、乙は、現場説明、資料提供等により、甲に協力しなければならな

い。 

２ 甲は、前項に定める完成確認の結果、都市基盤施設の各施設、市関連用地等又は土壌

汚染対策区域が本協定、各年度業務委託契約書、公募関係書類等、設計図書、施工計

画書、実施工程表、及び関係法令等に従って建設、設置、整地又は工事されていると

認めるときは、前条第４項の報告を受けてから１４日以内（１４日目の日が甲の非開

庁日に当たる場合にあっては、その直後の甲の開庁日まで）に、乙に対し、当該検査

を行った都市基盤施設の各施設、市関連土地等又は土壌汚染対策区域についての完成

確認通知書の交付を行う。 

３ 甲は、第１項の完成確認の結果、都市基盤施設、市関連土地又は土壌汚染対策区域が

本協定、各年度業務委託契約書、公募関係書類等、設計図書、施工計画書、実施工程

表及び関係法令等に従って建設、設置、整地又は工事されていないと認めるときは、

乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。 

４ 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から７日以内（７日目の日が甲の非開庁日



 

20 

に当たる場合にあっては、その直後の甲の開庁日まで）に再度、完成確認を実施し、

完成確認の対象となった都市基盤施設の各施設、市関連土地等又は土壌汚染対策区域

が本協定、各年度業務委託契約書、公募関係書類等、設計図書、施工計画書、実施工

程表、及び関係法令等に従って建設、設置、整地又は工事されていると認めるときは、

乙が是正の完了を報告した日から７日以内（７日目の日が甲の非開庁日に当たる場合

にあっては、直後の甲の開庁日まで）に、乙に対し、当該検査を行った都市基盤施設

の各施設、市関連土地等又は土壌汚染対策区域についての完成確認通知書の交付を行

う。当該完成確認の結果、是正対象となった施設等の状況が、なおも本協定、各年度

業務委託契約書、公募関係書類等、設計図書、施工計画書、実施工程表及び関係法令

等に従って建設、設置、整地又は工事されていないと認めるときは、前項及び本項を

適用し、以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。 

５ 甲は、第１項に規定する完成確認を行ったことを理由として、本事業の実施の全部又

は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、本協定に定める義

務につき、甲が本条に規定する完成確認を行ったことをもってその責任を免れること

はできない。 

 

第４節 工期の変更等 

 

第３８条 （工期の変更）  
１ 甲が乙に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合、甲及び乙は協議によ

り当該変更の当否及び変更期間を定める。但し、当該変更の原因が乙の責めに帰すべ

き事由に基づくものである場合、当該変更の当否及び変更期間は甲が定める。 

２ 乙が不可抗力等の乙の責めに帰すことのできない事由により、施工計画書記載の工期

等を遵守できないことを理由として施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合、

甲及び乙は協議により当該変更の当否及び変更期間を定める。 

３ 前２項において甲及び乙の協議による場合で、甲乙間で協議が調わない場合、甲が前

２項の協議の結果をふまえて合理的な工期又は供用開始日を定めるものとし、乙はこ

れに従わなければならない。 

 

第３９条 （施工計画書記載の工期等の変更による費用等の負担）  
１ 甲の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更

した場合（ただし、第１８条又は第１９条に基づく設計変更を原因とした施工計画書

記載の工期等の延長変更は含まない。以下、本条における「施工計画書記載の工期等

の変更」について同じ。）、甲は、当該延長変更により乙が負担した追加費用及び乙

が被った損害を負担するものとし、負担方法については、第１８条第３項に従う。こ

の場合において、乙は、追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に
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請求する。 

２ 乙の責めに帰すべき事由により、甲が施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場

合、乙は、当該延長変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害を負担する

ものとし、負担方法については、第１９条第２項に従う。 

３ 不可抗力により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等が延長変更され、当該延長

変更に伴い、乙に追加費用又は損害が発生したときの負担については、第２０条第２

項に従う。 

４ 本事業に直接関係する法令の新設又は改正等により、前条に基づいて施工計画書記載

の工期等が延長変更された場合、甲は、当該延長により乙に発生した追加費用及び損

害を負担するものとし、負担方法については、第２１条第３項に従う。この場合にお

いて、乙は、追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求する。  

なお、本事業に直接関係する法令以外の法令の新設又は改正等による場合の乙に発生

した追加費用及び損害については、乙の負担とする。  
５ 前各号に掲げる変更事由の全部又は一部が複合して、前条に基づいて施工計画書記載

の工期等が変更された場合には、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算

出し、これらを按分したうえで前４項を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費

用及び損害の額を決定する。 

 

第４０条 （供用開始日の遅延による費用等の負担）  
１ 甲の責に帰すべき事由によって、別紙１０に定める都市基盤施設の各施設の供用開始

日が遅延する場合に、これに伴って乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内

において甲が負担するものとし、負担方法については、第１８条第３項に従う。この

場合において、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請

求する。 

２ 乙の責に帰すべき事由によって、別紙１０に定める都市基盤施設の各施設の供用開始

日が遅延する場合、乙は、遅延する都市基盤施設の各施設の整備費相当額に対する、

年１０％（年３６５日日割計算）の割合により計算した額の違約金を甲に支払うもの

とし、当該違約金を超える追加費用又は損害があるときは、その費用又は損害の超過

分についても甲に支払わなければならない。 

 

第４１条 （工事の一時中止）  
１ 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、本件工事の全部又

は一部の施工を一時中止させることができる。 

２ 甲は、前項の規定により、本件工事の全部又は一部を一時中止させた場合で合理的な

必要があると認めるときは、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この

場合において、乙が工事の再開に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器
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具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合、

その他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用及び損害を合理的な範囲内にお

いて負担することとし、負担方法については、第１８条第 3 項に従う。ただし、本
件工事の全部又は一部の一時中止の原因が乙の責めに帰すべきものである場合には、

かかる追加費用及び損害は乙の負担とする。 

３ 甲は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の新設又は改正等により、本件工

事の全部又は一部が一時中止された場合で、甲において合理的な必要があると認める

ときは、施工計画書記載の工期等を変更する。 

４ 不可抗力により、本件工事の全部又は一部が一時中止された場合において、乙が工事

の再開に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持する等した結

果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合、その他乙に損害が発生

したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについ

て、別紙１２に規定する負担割合に従い負担することとし、負担方法については、第

１８条第３項に従う。この場合において、乙は、追加費用及び損害の内訳及びこれを

証する書類を添えて甲に請求する。 

５ 本事業に直接関係する法令の新設又は改正等により、本件工事の全部又は一部が一時

中止された場合において、乙が工事の再開に備え、工事現場を維持し、又は労働者、

建設機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要

とした場合、その他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用及び損害を合理的

な範囲内において負担する。この場合において、乙は、追加費用又は損害の内訳及び

これを証する書類を添えて甲に請求する。なお、本事業に直接関係する場合以外の法

令の新設又は改正等による場合の乙に発生した追加費用及び損害については、乙の負

担とする。  
６ 前各項に規定する事由が複合して本件工事の全部又は一部が一時中止された場合の

追加費用又は損害についての甲、乙それぞれの負担金額については、第３９条第５項

を準用して決定する。 

 

第４２条 （危険負担等）  
１ 第４６条の供用開始日までに、都市基盤施設の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬

入済みの工事材料その他建設器具等が、不可抗力により滅失し、又は毀損し、その結

果、乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害の

うち合理的な範囲内のものについて、別紙１２に規定する負担割合に従い負担するこ

ととし、負担方法については、第１８条第３項に従う。この場合、乙は、追加費用及

び損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求する。 

２ 前項の場合、本協定の取り扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。 

（1） 滅失又は毀損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、甲及び乙は原
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則として第１００条の規定に従い本協定を解除する。ただし、乙が任意の判断で

甲の認める期間内に乙の費用負担において滅失又は既存した都市基盤施設を再

建設する場合にはこの限りではない。 

（2） 前号の場合以外の毀損の場合には、乙は都市基盤施設を設計どおり修復する。
この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については、前項に従うものとし、

甲は、修復に要する合理的期間を限度として施工計画書記載の工期等の延長を認

める。 

（3） 前２号の場合、甲は乙に対し、損害賠償の請求は行わない。 
 

第４３条 （瑕疵担保）  
１ 甲は、都市基盤施設の建設、設置、市関連土地等の整地、又は土壌汚染対策工事に瑕

疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し又は修補に

代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、市関連土地等及び土壌汚染対策

区域については引渡しを受けた日から５年以内に、都市基盤施設については各施設毎

に引渡しを受けた日から１０年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、植

栽についての瑕疵修補又は損害賠償請求については、植栽がなされた施設の引渡しを

受けた日から 1年以内にこれを行わなければならない。 

３ 甲は、都市基盤施設、市関連土地等又は土壌汚染対策区域の引渡しの際に瑕疵がある

ことを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなけれ

ば、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕

疵があることを知っていたときは、この限りではない。 

４ 甲は、都市基盤施設が第１項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第２項に定める

期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から６ヶ月以内に第１項の権利を行使しなけ

ればならない。 

５ 乙は、前４項の乙の債務を保証する保証書を建設企業から徴求し甲に差し入れる。保

証書の様式は、別紙１４に定める様式による。 

 

第４４条 （協定保証金等）  
１ 乙は、本件工事の履行を確保するため、本協定の締結と同時に、次の各号のいずれか

に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証

保険の締結後、直ちにその保険証券を甲に提出しなければならない。 
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（1） 協定保証金を納付すること。 
（2） 協定保証金に代わる担保となる甲が認めた有価証券等を提供すること。 
（3） 本協定による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が

確実と認める金融機関等の保証を付すこと。 

（4） 本協定による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付すこ
と。 

（5） 甲を被保険者とする、本協定による債務の不履行により生ずる損害を填補する
履行保証保険契約を締結すること。 

（6） 乙を被保険者とする履行保証保険契約を、設計企業、建設企業、工事監理企業
の全部又は一部の者に締結させること。ただし、保険金請求権に、第９７条第３

項ないし第７項による違約金支払債務を被担保債務とする質権を甲のために設

定し、保険証券及び質権設定証書を甲に提出する。かかる質権の設定の費用は乙

が負担する。 

２ 前項の保証に係る協定保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の

額」という。）は、施設整備費（ただし、割賦金利相当額を除くものとし、消費税相

当額を含んだ金      円とする。以下、本条において同様とする。）の１００ 

分の１０ 以上とし、有効期間は都市基盤施設の建設、設置工事期間全体とする。 

３ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該

保証は協定保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号、第５号

又は第６号に掲げる保証を付したときは、協定保証金の納付を免除する。 

４ 施設整備費の変更があった場合には、保証の額が変更後の施設整備相当額の１００ 

分の１０ に達するまでは、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保

証の額の減額を請求することができる。 

 

第５章  都市基盤施設の引渡し等 

 

第４５条 （都市基盤施設の引渡し）  
１ 乙は、都市基盤施設の各施設、市関連用地等及び土壌汚染対策区域について、それぞ

れ別紙１０の日程表に定める引渡し日までに、第３７条第２項に定める甲の完成確認

通知書を得て、かつ第１０７条第２項に規定する別紙１１記載２の保険証券の写しを

別紙９に記載する竣工図書と共に甲に提出したうえで、甲に引き渡す。 

２ 前項の引き渡しに際しては、甲と乙は引渡確認書を取り交わす。 

 

第４６条 （都市基盤施設の供用開始日）  
都市基盤施設の各施設の供用開始日は、それぞれ別紙１０の日程表に定める供用開始日

とする。 
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第４７条 （引渡日から供用開始日の前日までの責任）  
１ 乙は、都市基盤施設の各施設の引渡日から供用開始日の前日までの間、法令を遵守の

上、本協定、各年度業務委託契約書及び公募関係書類等に基づき、関係法令等を遵守

し、維持管理企業をして、維持管理業務を行わせる。 

２ 第５９条ないし第６８条の規定は、引渡日から供用開始日の前日までの維持管理業務

に準用する。  
 

第６章 土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務 

 

第４８条 （土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務）  
乙は、阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業実施の一体性、総合性を確

保するため、平成２６年４月１日以降、全ての都市基盤施設の整備及び甲への引渡しが

完了するまでの間、法令を遵守の上、本協定、各年度業務委託契約書及び公募関係書類

等に基づき、関係法令等を遵守し、工程調整企業をして、甲と協議の上、各業務間、委

託業務者間の調整を行う。 

 

第４９条 （土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務計画書の作成）  
１ 乙は、毎事業年度開始前に、関連法令等を充足し、提案水準を満たした、当該事業年

度の土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務計画書を別紙１５に定める

様式に従って作成して甲に提出し、その確認を受けなければならない。乙は、土地区

画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務計画書に変更が生じた場合は、速やかに

甲に報告し確認を受けなければならない。 

２ 甲は、前項の規定により提出を受けた土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整

業務計画書に関して意見を述べることができ、乙はかかる意見を尊重し、変更に合理

的な必要性が認められる場合には、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業

務計画書の見直しを行わなければならない。  
 

第５０条 （土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整協議会）  
１ 乙は、前条の調整を行うため、前条に定める期間中、１ヶ月に１回以上の割合で、乙、  

工程調整企業及び甲を構成員とする土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整協

議会を開催する。 

２ 土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整協議会は、協議の上、以下の事項を決

定する。 
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（1） 計画進捗状況の報告、検討 

（2） 全体業務計画書の立案、作成、見直し 
（3） 甲の直接発注工事の請負業者との調整 
（4） 民間建築工事の担当者との調整 

 

第５１条 （甲の請求による土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の変更） 
１ 甲は、合理的な理由がある場合には、乙に対して、土地区画整理事業全体の円滑な促

進に係る調整業務についての提案内容、提案水準の変更を求めることができるものと

し、変更内容については、乙と協議のうえ、甲が定めるものとし、乙はこれに従わな

ければならない。 

２ 前項に基づき、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の内容、水準が変

更されたことにより、乙の土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務に係る

費用が増減したときは、第１０章の規定に基づいて各年度ごとに支払われる対価の支

払額を増減する。また、当該変更が甲の責めに帰すべき事由に基づく場合に、当該変

更により、乙に、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務に係る費用の増

加とは別の追加費用又は損害が発生したときは、甲は当該追加費用又は損害を合理的

な範囲において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合、乙

は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求する。 

 

第５２条 （乙の請求による土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の変更） 
１ 乙は、合理的な理由がある場合で、かつ甲の事前の承諾を得た場合を除き、土地区画

整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務についての提案内容、提案水準の変更を行

うことはできない。 

２ 前項に基づき、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の提案内容、提案

水準が変更されたことにより、乙の土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業

務に係る費用が増減したときは、第１０章の規定に基づいて各年度ごとに支払われる

対価の支払額を増減する。また、当該変更により、乙に、土地区画整理事業全体の円

滑な促進に係る調整業務に係る費用の増加とは別の追加費用又は損害が発生したと

きは、原則として乙が当該費用を負担する。 

 

第５３条 （不可抗力による土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務変更）  
１ 不可抗力により、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務についての提案

内容、提案水準の変更が必要となった場合、乙は、甲の承諾を得て、これらを変更し

て土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務を行う。 

２ 前項に基づき、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の提案内容、提案

水準が変更されたことにより前項の規定により、乙が土地区画整理事業全体の円滑な
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促進に係る調整業務の変更を行う場合、当該変更により、乙の土地区画整理事業全体

の円滑な促進に係る調整業務に係る費用が増減したときは、第１０章の規定に基づい

て各年度ごとに支払われる対価の支払額を増減する。また、当該変更により、乙に、

土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務に係る費用の増加とは別の追加

費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な

範囲内のものについて、別紙１２に規定する負担割合に従い負担する。この場合、乙

は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求する。 

 

第５４条 （法令の新設又は改正等による土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調

整業務変更等）  
１ 本事業に直接関係する法令の新設又は改正等により、土地区画整理事業全体の円滑な

促進に係る調整業務についての提案内容、提案水準の変更が必要となった場合、乙は、

甲の承諾を得て、これらを変更して土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業

務を行う。 

２ 前項に基づき、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の提案内容、提案

水準が変更されたことにより前項の規定により、乙が土地区画整理事業全体の円滑な

促進に係る調整業務の変更を行う場合、当該変更により、乙の土地区画整理事業全体

の円滑な促進に係る調整業務に係る費用が増減したときは、第１０章の規定に基づい

て各年度ごとに支払われる対価の支払額を増減する。また、当該変更により、乙に、

土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務に係る費用の増加とは別の追加

費用又は損害が発生したときは、甲は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内

の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場

合、乙は追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求する。 

 

第５５条 （従事職員名簿の提出等）  
１ 乙は、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務について、全体を総合的に

把握し調整を行う総括責任者及び各業務の業務責任者をそれぞれ定め、土地区画整理

事業全体の円滑な促進に係る調整業務が開始するまでに、それぞれ書面により甲へ届

け出るものとし、総括責任者又は業務責任者が変更された場合、その都度書面により

報告しなければならない。  
２ 乙は、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務に従事する者（前項記載の

総括責任者及び業務責任者と併せ、以下、本条において「調整業務に関する従事職員」

という。）の名簿を甲に提出し、異動があった場合、その都度報告しなければならな

い。 

３ 乙は、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の開始までに、管理体制、

業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を甲に提出し、甲の確認を得る。 
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４ 甲は、調整業務に関する従事職員がその業務を行うに当たり不適当と認められる合理

的な理由がある場合には、その事由を明記して、乙に対し交代を請求することができ

る。 

 

第５６条 （第三者による実施）  
１ 乙は、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務を工程調整企業に実施させ

るものとし、事前に甲の承諾を得た場合を除き、工程調整企業以外の者にその業務の

全部又は大部分を実施させてはならない。 

２ 乙は、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の一部を工程調整企業以外

の者に実施させる場合には、かかる業務の一部を実施させる者の商号、住所その他甲

が別途定める事項を、甲に事前に通知する。 

３ 乙が土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の全部又は一部を第三者に

実施させる場合、すべて乙の責任において行うものとし、業務に関して乙が使用する

一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、

乙が責任を負う。 

４ 乙は、第三者に対し、関係諸法令・規則上、資格、許可等を要する土地区画整理事業

全体の円滑な促進に係る調整業務の全部又は一部を実施させる場合、当該資格・許可

を有効に取得している第三者に実施させなければならない。 

 

第５７条 （第三者に及ぼした損害等）  
乙は、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の実施に関連して当該業務期

間中に第三者に損害（ただし、第１０７条に規定のある乙が加入した保険により填補さ

れるものを除く。）を与えた場合、乙が負担すべきその損害を賠償しなければならない。

ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負

担する。 

 

第５８条 （業務報告書）  
１ 乙は、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務期間中、適宜報告書を作成

し甲に提出するものとし、その作成方法及び保管方法等については甲乙協議の上定め

るものとする。 

 

第７章  維持管理 

 

第１節 総則 
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第５９条 （維持管理業務の実施）  
乙は、法令を遵守の上、本協定及び公募関係書類等に基づき、関係法令等を遵守し、維

持管理企業をして、甲と協議の上、都市基盤施設の維持管理業務を行わせる。 

 

第６０条 （維持管理業務計画書の作成）  
１ 乙は、毎事業年度開始前（維持管理期間の初事業年度については、最初に引き渡され

る都市基盤施設の施設の引渡前）に、当該事業年度の維持管理業務を構成する各業務

ごとに、関連法令等を充足し、提案水準を満たした維持管理業務計画書を別紙１６に

定める様式に従って作成して甲に提出し、その確認を受けなければならない。乙は、

維持管理業務計画書に変更が生じた場合は、速やかに甲に報告し確認を受けなければ

ならない。 

２ 甲は、前項の規定により提出を受けた維持管理業務計画書に関して意見を述べること

ができ、乙はかかる意見を尊重し、変更に合理的な必要性が認められる場合には、維

持管理業務計画書の見直しを行わなければならない。  
 

第６１条 （甲の請求による維持管理業務の変更）  
１ 甲は、合理的な理由がある場合には、乙に対して、維持管理業務についての提案内容、

提案水準の変更を求めることができるものとし、変更内容については、乙と協議のう

え、甲が定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。 

２ 前項に基づき、維持管理業務の内容、水準が変更されたことにより、乙の維持管理業

務に係る費用が増減したときは、第１０章の規定に基づいて各年度ごとに支払われる

対価の支払額を増減する。また、当該変更が甲の責めに帰すべき事由に基づく場合に、

当該変更により、乙に、維持管理業務に係る費用の増加とは別の追加費用又は損害が

発生したときは、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲において負担するものと

し、負担方法については乙と協議する。この場合、乙は、追加費用又は損害の内訳及

びこれを証する書類を添えて甲に請求する。 

 

第６２条 （乙の請求による維持管理業務の変更）  
１ 乙は、合理的な理由がある場合で、かつ甲の事前の承諾を得た場合を除き、維持管理

業務についての提案内容、提案水準の変更を行うことはできない。 

２ 前項に基づき、維持管理業務の提案内容、提案水準が変更されたことにより、乙の維

持管理業務に係る費用が増減したときは、第１０章の規定に基づいて各年度ごとに支

払われる対価の支払額を増減する。また、当該変更により、乙に、維持管理業務に係

る費用の増加とは別の追加費用又は損害が発生したときは、原則として乙が当該費用

を負担する。 
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第６３条 （不可抗力による維持管理業務変更）  
１ 不可抗力により、維持管理業務についての提案内容、提案水準の変更が必要となった

場合、乙は、甲の承諾を得て、これらを変更して維持管理業務を行う。 

２ 前項に基づき、維持管理業務の提案内容、提案水準が変更されたことにより前項の規

定により、乙が維持管理業務の変更を行う場合、当該変更により、乙の維持管理業務

に係る費用が増減したときは、第１０章の規定に基づいて各年度ごとに支払われる対

価の支払額を増減する。また、当該変更により、乙に、維持管理業務に係る費用の増

加とは別の追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害

のうち合理的な範囲内のものについて、別紙１２に規定する負担割合に従い負担する。

この場合、乙は、追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求す

る。 

 

第６４条 （法令の新設又は改正等による維持管理業務変更等）  
１ 本事業に直接関係する法令の新設又は改正等により、維持管理業務についての提案内

容、提案水準の変更が必要となった場合、乙は、甲の承諾を得て、これらを変更して

維持管理業務を行う。 

２ 前項に基づき、維持管理業務の提案内容、提案水準が変更されたことにより前項の規

定により、乙が維持管理業務の変更を行う場合、当該変更により、乙の維持管理業務

に係る費用が増減したときは、第１０章の規定に基づいて各年度ごとに支払われる対

価の支払額を増減する。また、当該変更により、乙に、維持管理業務に係る費用の増

加とは別の追加費用又は損害が発生したときは、甲は、当該追加費用又は損害のうち

合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については乙と協

議する。この場合、乙は追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に

請求する。 

 

第６５条 （従事職員名簿の提出等）  
１ 乙は、維持管理業務について、全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者及び各業

務の業務責任者をそれぞれ定め、維持管理業務が開始するまでに、それぞれ書面によ

り甲へ届け出るものとし、総括責任者又は業務責任者が変更された場合、その都度書

面により報告しなければならない。  
２ 乙は、維持管理業務に従事する者（前項記載の総括責任者及び業務責任者と併せ、以

下、本条において「維持管理業務に関する従事職員」という。）の名簿を甲に提出し、

異動があった場合、その都度報告しなければならない。 

３ 乙は、維持管理業務の開始までに、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必

要な書類を甲に提出し、甲の確認を得る。 

４ 乙は、配置する維持管理業務に関する従事職員については、必要な範囲で、消防法第
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８条に基づく防火管理者の資格を取得させる。 

５ 甲は、維持管理業務に関する従事職員がその業務を行うに当たり不適当と認められる

合理的な理由がある場合には、その事由を明記して、乙に対し交代を請求することが

できる。 

 

第６６条 （第三者による実施）  
１ 乙は、維持管理業務を維持管理企業に実施させるものとし、事前に甲の承諾を得た場

合を除き、維持管理企業以外の者にその業務の全部又は大部分を実施させてはならな

い。 

２ 乙は、維持管理業務の一部を維持管理企業以外の者に実施させる場合には、かかる維

持管理業務の一部を実施させる者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事

前に通知する。 

３ 乙が維持管理業務の全部又は一部を第三者に実施させる場合、すべて乙の責任におい

て行うものとし、維持管理に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由

は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。 

４ 乙は、第三者に対し、関係諸法令・規則上、資格、許可等を要する維持管理業務の全

部又は一部を実施させる場合、当該資格・許可を有効に取得している第三者に実施さ

せなければならない。 

 

第６７条 （第三者に及ぼした損害等）  
乙は、維持管理業務の実施に関連して又は都市基盤施設の瑕疵等に起因して維持管理期

間中に第三者に損害（ただし、第１０７条に規定のある乙が加入した保険により填補さ

れるものを除く。）を与えた場合、乙が負担すべきその損害を賠償しなければならない。

ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負

担する。 

 

第６８条 （業務報告書）  
１ 乙は、維持管理業務期間中、別紙１７に定める事項を記載した日報、月報、四半期総

括書及び年度総括書を作成するものとし、月報、四半期総括書及び年度総括書につい

ては、当該期間の業務の完了した翌月の７日（７日目の日が甲の非開庁日に当たる場

合にあっては、その直後の甲の開庁日）までに、甲に提出し確認を受けなければなら

ない。 

２ 甲は、乙から提出を受けた月報、四半期総括書及び年度総括書を確認し、１０日（１

０日目の日が甲の非開庁日に当たる場合にあっては、その直後の甲の開庁日）までに

その結果を乙に通知する。 

３ 乙は、維持管理業務に関して作成した日報については作成日から１年間以上、月報、
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四半期総括書及び年度総括書については、甲から確認結果の通知を受けた日から５年

間保存しなければならない。 

 

第２節  道路維持管理業務 

 

第６９条 （道路維持管理業務の内容）  
道路維持管理業務の内容は、以下のとおりとし、詳細は別紙１８に規定するとおりとす

る。 

（1） 都市計画道路等の保守管理業務 

（2） 清掃業務 

（3） その他、これらを実施する上で必要な関連業務  

 

第７０条 （道路維持管理期間）  
道路維持管理業務の業務期間は、各道路毎に別紙１０に定める供用開始日から本事業終

了までとする。 

 

第３節 公園等維持管理業務 

 

第７１条 （公園等維持管理業務の内容）  
公園等維持管理業務の内容は、以下のとおりとし、詳細は別紙１９に規定するとおりと

する。 

（1） 保守管理業務 

（2） 清掃業務 

（3） 外構・植栽等の維持管理業務 

（4） 市民管理団体業務の提案 

（5） その他、これらを実施する上で必要な関連業務 

 

第７２条 （公園等維持管理期間）  
公園等維持管理業務の業務期間は、別紙１０に定める供用開始日から本事業終了までと

する。 

 

第８章  まちづくりコーディネート業務 

 

第１節  総則 
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第７３条 （まちづくりコーディネート業務の実施）  
乙は、法令を遵守の上、本協定、各年度業務委託契約書及び公募関係書類等に基づき、

まちづくりコーディネート企業をして、甲と協議の上、以下に定めるまちづくりコーデ

ィネート業務を行わせる。各業務の内容については、別紙２０に定めるところによる。 

（1） せせらぎ遊歩道及び中央公園の設計・施工・管理を一元的に捉えた市民参加によ  
る展開業務 

（2） 低炭素のまちづくり推進業務 
（3） 中央北地区全域に関するマネージメント業務 
 

第７４条 （業務計画書）  
１ 乙は、まちづくりコーディネート業務の実施に先立ち、前条に定める各業務につき、

別紙２１に定める事項を記載した全体業務計画書を作成し、甲に提出し、甲の承認を

得る。 

２ 乙は、事業年度ごとに、前条の各業務につき、別紙２２に定める事項を記載した年間

業務計画書を作成し、各年度の業務開始１４日前までに、甲に提出し、甲の承認を得

る。  
３ 乙が、各年度の途中で年間業務計画書及び全体業務計画書に記載した業務の内容を変

更しようとする場合には、甲の事前の確認、承認を受ける。 

４ まちづくりコーディネート業務のうち、国庫補助事業の対象となる事業について、

甲は、乙と協議の上、毎年、事業年度が始まる【30】日前までに、当該事業年度にお

いて実施する当該年度の業務の内容、程度を決定し、甲及び乙は、当該決定に基づき、

各年度業務委託契約を締結する。なお、各年度業務委託契約書の様式は、別紙１３に

定めるところによる。 

 

第７５条 （従事職員名簿の提出等）  
１ 乙は、まちづくりコーディネート業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者

及び第７３条のまちづくりコーディネート業務の各業務毎に総合的に把握し調整を

行う業務責任者を定め、各業務が開始するまでに書面により甲へ届け出るものとし、

総括責任者及び業務責任者が変更された場合、その都度書面により報告しなければな

らない。 

２ 乙は、まちづくりコーディネート業務に従事する者（前項記載の総括責任者及び業務

責任者と併せ、以下、本条において「まちづくりコーディネート業務に関する従事職

員」という。）の名簿を甲に提出し、異動があった場合、その都度報告しなければな

らない。 

３ 乙は、まちづくりコーディネート業務の開始までに、管理体制、業務分担、緊急連絡

体制等の業務に必要な書類を甲に提出し、甲の確認を得る。 
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４ 甲は、まちづくりコーディネート業務に関する従事職員がその業務を行うに当たり不

適当と認められる合理的な理由がある場合には、その事由を明記して、乙に対し交代

を請求することができる。 

 

第７６条 （業務報告書）  
１ 乙は、各業務毎に、適宜報告書を作成し甲に提出するものとし、その作成方法及び保

管方法等については甲乙協議の上定めるものとする。 

 

第７７条 （第三者による実施）  
１ 乙は、まちづくりコーディネート業務をまちづくりコーディネート企業に実施させる

ものとし、事前に甲の承諾を得た場合を除き、まちづくりコーディネート企業以外の

者にその業務の全部又は大部分を実施させてはならない。 

２ 乙は、まちづくりコーディネート業務の一部をまちづくりコーディネート企業以外の

者に実施させる場合には、かかるまちづくりコーディネート業務の一部を実施させる

者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知する。 

３ 乙がまちづくりコーディネート業務の全部又は一部を第三者に実施させる場合、すべ

て乙の責任において行うものとし、まちづくりコーディネート業務に関して乙が使用

する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなし

て、乙が責任を負う。 

４ 乙は、第三者に対し、関係諸法令・規則上、資格、許可等を要するまちづくりコーデ

ィネート業務の全部又は一部を実施させる場合、当該資格・許可を有効に取得してい

る第三者に実施させなければならない。 

 

第９章  付帯業務 

 

第７８条 （市関連用地等の処分業務の実施 ) 
１ 乙は、本協定の効力発生後速やかに、用地活用企業をして、別紙３記載の市関連用

地等をその所有者から取得させる。 

２ 市関連用地等の対価は、別紙３記載１の土地につき金      円、別紙３記載

２の土地につき金     円とする。なお、市関連用地等の実測面積が公募関係書

類等に記載の面積と相違しても、売買代金の精算は行わないものとする。 

３ 土地所有者と用地活用企業との間の市関連用地等売買契約書の様式は、別紙２３に

定めるところによる。 
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４ 用地活用企業は、第１項の市関連用地等に関する売買契約の締結と同時に、市関連

用地等の売買予約契約を締結するものとする。かかる売買予約契約書の様式は、別紙

２４に定めるところによる。 

５ 土地所有者は、第２項に定める売買代金の支払を受けた場合、別紙１０記載の市関

連用地等の所有権移転・引渡し日までに、市関連用地等を用地活用企業に現状有姿に

て引渡すものとする。 

 

第７９条 （契約保証金）  
１ 乙は、用地活用企業をして、市関連用地等の所有者それぞれに対し、売買契約書の

規定に従い、契約保証金として、売買代金の１０％相当額の金員を、土地所有者の指

定する金融機関の口座に振り込んで支払わなければならない。 

２ 前項の契約保証金は、代金の一部に充当するものとし、用地活用企業は、土地所有

者それぞれに対し、売買代金から前項で支払った契約保証金を控除した額を、別紙１

０記載の市関連用地等の所有権移転・引渡し日までに、一括して土地所有者の指定す

る金融機関の口座に振り込んで支払うものとする。 

 

第８０条 （所有権の移転）  
市関連用地等の所有権は、用地活用企業が前条の規定に従って市関連用地等の代金を全

額支払ったときに、用地活用企業に移転するものとする。  
 

第８１条 （所有権の移転登記）  
土地所有者は、前条の規定により市関連用地等の所有権が移転した後、当日付けで用地

活用企業の費用で、その所有権移転の登記及び第８８条に規定する、土地所有者への売

買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を嘱託するものとし、用地活用企業はこれ

に必要となる書類等をあらかじめ土地所有者に提出するものとする。  
 

第８２条 （瑕疵担保責任）  
１ 用地活用企業は、市関連用地等の売買契約締結後において、市関連用地等に瑕疵の

あることを発見した場合、土地所有者に対して損害の賠償または追加費用の負担を請

求することができることとし、土地所有者は合理的な範囲で当該損害を賠償し又は当

該追加費用を負担するものとする。  
２ 前項の場合において、埋蔵文化財が発見された場合においては、土地所有者は損害

又は追加費用を負担しない。 

 

第８３条 （住宅施設の誘致）  
乙は、本協定、市関連用地等売買契約書及び公募関係書類等に基づき、用地活用企業を
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して、甲と協議の上、乙の責任において、住宅施設の誘致を行わせる。  
 

第８４条 （低炭素まちづくり計画に則った提案等）  
１ 乙は、用地活用企業をして、「川西市中央北地区低炭素まちづくり計画」に則った

市関連用地等の利用を提案させ、実践させなければならない。  
２ 前項の提案・実践の具体的内容については、本協定、市関連用地等売買契約書及び

公募関係書類等に従って、甲と用地活用企業が協議の上、定めるものとする。 

 

第８５条 （市関連用地等の整備）  
１ 乙は、用地活用企業らをして、市関連用地等を、本協定、市関連用地等売買契約書

及び公募関係書類等に従って、別紙１０に定める住宅施設の整備完了日までに、住宅

施設として整備させなければならない。ただし、近隣住民との協議、行政協議による

指導により甲の承認を得て修正する場合はこの限りでない。  
２ 乙は、用地活用企業らをして、市関連用地等に関する近隣住民等との協議、調整や

電波障害、騒音、風害、日照阻害等に関し、用地活用企業らの責任において必要な措

置を講じさせなければならない。 

３ 用地活用企業は、提案にかかる住宅施設の完成までは、市関連用地等につき地上権、

質権、賃借権その他の使用ないしは収益を目的とする権利の設定、又は売買、贈与、

交換、出資等による所有権の移転をしてはならない。ただし、住宅施設の完成前にお

いても、甲が完成されると認めた場合は、甲の書面による承諾を得た上で、当該権利

の設定又は当該所有権の移転を行うことが出来る。 

４ 用地活用企業は、第８８条第４項の甲への売買予約を原因とする所有権移転請求権

仮登記の解除前に、市関連用地等に抵当権その他の担保権を設定しようとするときは、

甲の書面による承諾を得なければならない。 

５ 乙及び用地活用企業は、本条各項に違反した場合、甲に対し、連帯して第７８条第

２項に定める市関連用地等の対価の２０％相当額を違約金として支払わなければな

らない。かかる違約金は、第９７条第３項ないし第７項に定める違約金とは別に支払

うことを要するものとする。 

６ 本条第１項ないし第４項の違反があった場合において、甲が被った損害が前項の違

約金の額を超えるときは、乙及び用地活用企業は、かかる超過損害額を甲に賠償しな

ければならないものとする。 
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第８６条 （指定用途の変更）  
乙は、住宅施設の完成前に、市関連用地等の全部又は一部につき、やむを得ない理由に

より、前条第１項に定める整備条件の変更を必要とするときは、予め甲の書面による承

諾を得なければならない。  
 

第８７条 （実地調査等）  
１ 甲は、用地活用企業らの第８３条、第８４条及び第８５条に定める義務の履行状況

を把握するため、市関連用地等についての所有権移転・引渡しがあった日から住宅施

設の完成までの間、随時に実地調査を行うことができる。  
２ 乙及び用地活用企業らは、甲が必要と認めて請求したときは、その所有、利用等の

事実を証する資料を添えて、市関連用地等の利用状況を甲に報告しなければならない。 

３ 乙及び用地活用企業らは、正当な理由なく、第１項に定める実地調査を拒み、妨げ、

又は前項に定める報告を怠ってはならない。 

４ 甲は、実地調査の結果、用地活用企業らが、本協定、市関連用地等売買契約書及び

公募関係書類等に従って第８３条、第８４条及び第８５条に定める義務を履行してい

ないことが判明した場合には、相当と認める期間を定めてその是正を勧告するものと

する。 

 

第８８条 （売買予約に基づく予約完結権の行使）  
１ 甲は、乙が前条第 4 項の是正勧告を受けたにもかかわらず、甲の定めた期間内に是
正を行わないときは、第７８条第 4項の売買予約契約に基づき、用地活用企業をして、

市関連用地等を同条第２項に定める市関連用地等の代金をもって甲に売り渡させるこ

とができるものとする。この場合、乙及び用地活用企業らは、市関連用地等を、土地

所有者による用地活用企業への引渡し時の原状に回復して、甲に引き渡さなければな

らない。また、この場合、乙及び用地活用企業らは、甲に対し、自ら負担した本協定

及び土地売買契約の費用や市関連用地等の整備に支出した費用等、一切の費用を請求

することができないものとする。  
２ 前項の場合、甲は、用地活用企業に支払う市関連用地等の代金から、第９７条第３

項ないし第７項に定める違約金及び第８項に規定する損害賠償金を差引くことができ

る。 

３ 甲と用地活用企業は、所有権移転登記と同時に、市関連用地等について、第７８条

第４項の売買予約契約を原因とする所有権移転請求権仮登記の設定手続を行う。なお、

売買予約の予約完結権の行使期間は、土地所有者から用地活用企業への所有権移転登

記をした日から【５】年間とする。 

４ 甲は、住宅施設の完成後又は前項に定める予約完結権の行使期間の経過後、前項の

甲への売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続をするものとす
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る。ただし、住宅施設の完成前においても、甲が完成されると認めた場合は、甲の承

諾を得た上で、本条項に基づく所有権移転請求権仮登記を解除し、前項の仮登記の抹

消登記手続をすることができるものとする。 

５ 前２項の登記手続に要する費用は乙及び用地活用企業の負担とする。 

 

第８９条 （損害賠償）  
１ 乙及び用地活用企業は、甲が前条の規定に基づき予約完結権を行使したときは、別

紙９記載の用地活用企業への市関連用地等の所有権移転・引渡し日から前条第１項に

規定する義務を完全に履行して市関連用地等を甲に引き渡す日までの期間に応じて、

市関連用地等の代金に年利７．３％の割合により計算（１年を３６５日として日割り

計算）した使用料相当額を損害金として甲に支払わなければならない。  
２ 前項の損害金は、第８５条第５項に定める違約金及び同条第 6 項に定める損害金と
は別に支払うことを要するものとする。  

 

第９０条 （公租公課）  
市関連用地等に対する公租公課については、所有権移転後は、用地活用企業において一

切を負担するものとする。  

 

第９１条 （変更承諾手続）  
１ 甲は、乙の要請があり、付帯業務の円滑な遂行のためやむを得ないと認める場合、

第三者が新たな用地活用企業として追加的に本件協定の当事者となることを認めるこ

とができる。  
２ 用地活用企業は、本協定の定めるところにより甲の承諾を必要とする行為を行うと

きは、事前にその理由等を記載した書面により、甲に申請し、甲の承諾を得なければ

ならない。 

３ 前項の規定による用地活用企業の申請に対する甲の承諾は、書面によるものとする。 

 

第１０章  対価の支払い 

 

第９２条 （対価の支払）  
１ 甲は、乙に対し、第９３条、第９４条、及び第９５条に定めるとおり、施設整備費、

維持管理費、及びまちづくりコーディネート業務費に分割して計算した金額を業務対

価として支払う。 

２ 土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の対価は、施設整備の中に含むも

のとする。 

３ 付帯事業は独立採算とし、業務対価は支払われない。 
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第９３条 （施設整備費の支払）  
１ 甲は、乙に対し、第３章及び第４章の設計業務及び建設業務並びに第６章の土地区画

整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の対価として、金    円を支払う。 

２ 前項の施設整備費の支払方法は、別紙２５記載のとおりとする。ただし、第３章及

び第４章の設計業務及び建設業務の対価に相当する部分については第３５条第２項

の中間確認に合格していること、第６章の土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る

調整業務の対価に相当する部分については第１１０条に規定するモニタリングの結

果、乙の土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務が提案水準を満たしてい

ることを甲が確認することをそれぞれ前提とする。 

３ 施設整備費のうち、第３章及び第４章の設計業務及び建設業務の対価に相当する部

分については別紙２６に従って、第６章の土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る

調整業務の対価に相当する部分については別紙２７に従って、それぞれ改定される。 

 

第９４条 （維持管理費の支払）  
１ 甲は、乙に対し、第７章の維持管理業務の対価として、金     円を支払う。な

お、維持管理業務に関する費用（備品・消耗品等の調達等）は、乙の負担とする。 

２ 前項の維持管理費は、第１１０条に規定するモニタリングの結果、乙の維持管理業

務が提案水準を満たしていることを甲が確認した場合に支払う。維持管理費の支払い

方法は、別紙２８記載のとおりとする。 

３ 甲は、第１１０条に規定するモニタリングの結果、乙の維持管理業務が提案水準を

満たしていないことを確認した場合、前項に基づく維持管理費を別紙２９に定める算定

方法に従って変更する。 

 

第９５条 （まちづくりコーディネート業務費の支払）  
１ 甲は、乙に対し、第８章のまちづくりコーディネート業務の対価として、金     

円を支払う。 

２ 前項のまちづくりコーディネート業務費は、第１１０条に規定するモニタリングの

結果、乙のまちづくりコーディネート業務が提案水準を満たしていることを甲が確認

した場合に支払う。まちづくりコーディネート業務費の支払い方法は、別紙３０記載

のとおりとする。 

３ 甲は、第１１０条に規定するモニタリングの結果、乙のまちづくりコーディネート

業務が提案水準を満たしていないことを確認した場合、前項に基づくまちづくりコー

ディネート業務費を別紙３１に定める算定方法に従って変更する。 
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第１１章  協定期間及び協定の終了 

 

第９６条 （協定期間）  
本協定の協定期間は、本協定の効力が発生した日から平成３５年３月３１日までとする。 

 

第９７条 （甲による協定解除）  
１ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なく、本協定の一部又

は全部を解除することができる。 

（1） 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、会社整理若しくは特別清算
開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそ

のおそれがあるとき。 

（2） 乙が振り出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。 
（3） 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を

滞納し督促を受けて１箇月以上滞納金の支払がなされないとき若しくは滞納処

分を受けたとき。 

（4） 乙の責めに帰すべき事由により、連続して３０日間（乙が書面をもって説明し、
甲が認めた場合にあっては、相当の期間）以上本事業を行わなかったとき。 

（5） 乙が、設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設工事に着手
せず、相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲

が満足すべき合理的な説明がないとき。 

（6） 乙の責めに帰すべき事由により、本協定の履行が不能となったとき。 
（7） 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由

があるとき。 

２ 甲は、乙が次に掲げる事由に該当するときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告し

たうえで、本協定の一部又は全部を解除することができる。 

（1） 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に都市基盤施設が完成せず、かつ工期
経過後６０日以内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。 

（2） 乙が、第１１０条の規定により別紙２７、別紙２９又は別紙３１に定める手続
きに従って是正の指示を受けたにもかかわらず、別紙２７、別紙２９又は別紙３

１に掲げる事由が認められるとき。 

（3） 乙が、第５８条、第６８条又は第７６条に規定する業務報告書の重要な事項に
ついて虚偽記載を行ったとき。 

（4） その他、乙が本協定又は本協定に基づき合意した条項のいずれかに違反し、そ
の違反により協定の目的を達することができないと認められるとき。 

３ 本協定が、都市基盤施設の各施設のいずれも甲に引き渡されない前に、第１項又は

第２項の規定により全部解除された場合においても、解除の効力は、本協定のうち既



 

41 

に乙が履行済みの整地工事及び土壌汚染対策工事の出来高部分、まちづくりコーディ

ネート業務等にかかる部分、並びにこれらの部分に対する対価として甲が既に履行し

た業務対価の支払についての部分、並びに第９章に規定する付帯業務に関する部分に

は及ばないものとし、その後の措置は以下のとおりとする。 

 （1） 甲は、第９３条の規定に基づく施設整備費のうち履行済みの整地工事の出来

高相当額、履行済みの土壌汚染対策工事の出来高相当額、及び履行済みの土地区

画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の対価相当額を除いた部分に相当

する額、並びに第９５条の規定に基づくまちづくりコーディネート業務費のうち

未履行部分相当額の支払義務を、いずれも免れる。 

（2） 甲は、乙に対し、第９３条の規定に基づく施設整備費のうち履行済みの整地工

事にかかる出来高相当額、履行済みの土壌汚染対策工事にかかる出来高相当額、

及び履行済みの土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の対価相当額、

並びに第９５条の規定に基づくまちづくりコーディネート業務費のうち履行済み

の部分に相当する額を、協定解除前の支払いスケジュールどおりに支払う。 

（3） 乙は、甲に対し、整地工事及び土壌汚染対策工事にかかる部分を除いて、速や

かに本件土地を工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するとともに、既に開

始している土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務及びまちづくりコ

ーディネート業務について甲に対し引継ぎを行う。 

（4） 前号の規定にかかわらず、甲が乙に対し、設計図書あるいは未完成部分の都市

基盤施設を本協定解除時における現状での引渡しを求めたときは、乙は、それら

設計図書を甲に引き渡し、あるいは都市基盤施設を解除時における現状のまま、

本件土地を甲に返還する。この場合、設計図書あるいは都市基盤施設の出来高部

分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用すると判断した場合には、出来

高部分の評価額相当額を協定解除前の支払いスケジュールどおりに支払う。 

（5） 乙は、甲の請求に基づき、本協定解除の違約金として、施設整備費から履行済

みの整地工事及び土壌汚染対策工事の出来高相当額並びに履行済みの土地区画整

理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の対価相当額を除いた部分に相当する額

から、割賦金利相当額を控除した金額の１０分の１に相当する額を支払う。甲は、

第４４条の協定保証金又は担保、並びに（2）号及び（3）に基づき乙に支払うべ

き対価を、当該違約金の全部又は一部に充当することができる。 

４ 本協定が、都市基盤施設の各施設のいずれかが引き渡された後、全ての都市基盤施

設が引き渡されるまでの間において、第１項又は第２項の規定により全部解除された

場合、解除の効力は、本協定のうち既に甲及び乙がそれぞれ履行済みの部分（都市基

盤施設の各施設のうち甲への引き渡しが未了のものは除く）及び第９章に規定する付

帯業務に関する部分については及ばないものとし、その後の措置は以下のとおりとす

る。 
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（1） 甲は、第９３条の規定に基づく施設整備費のうち引き渡された都市基盤施設の

各施設の対価相当額、履行済みの整地工事及び土壌汚染対策工事の出来高相当額、

及び履行済みの土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の対価相当額

を除いた部分に相当する額、第９４条の規定に基づく維持管理費のうち未履行部

分相当額、並びに第９５条の規定に基づくまちづくりコーディネート業務費のう

ち未履行部分相当額の支払義務を、いずれも免れる。 

（2） 甲は、乙に対し、第９３条の規定に基づく施設整備費のうち引き渡された都市

基盤施設の各施設の対価相当額、第９３条の規定に基づく施設整備費のうち履行

済みの整地工事及び土壌汚染対策工事にかかる出来高相当額、及び履行済みの土

地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の対価相当額、第９４条の規定

に基づく維持管理費のうち履行済みの部分に相当する額、並びに第９５条の規定

に基づくまちづくりコーディネート業務費のうち履行済みの部分に相当する額を、

いずれも協定解除前の支払いスケジュールどおりに支払う。 

 （3） 乙は、甲に引き渡された都市基盤施設の各施設の敷地以外の部分の本件土地

を着工前の原状に復したうえ（但し、整地工事及び土壌汚染対策工事にかかる部

分は除く）、甲に返還するとともに、既に開始している維持管理業務、土地区画

整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務、及びまちづくりコーディネート業務

について甲に対し引継ぎを行う。 

 （4） 乙は、甲の請求に基づき、本協定解除の違約金として、第９３条の規定に基づ

く施設整備費のうち、甲に引き渡された都市基盤施設の各施設の対価相当額、履

行済みの整地工事及び土壌汚染対策工事の出来高相当額、並びに履行済みの土地

区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の対価に相当する額を除いた部分

相当額から、割賦金利相当額を控除した金額の１０分の１に相当する額を支払う。

甲は、第４４条の協定保証金又は担保、及び（2）号に基づき乙に支払うべき対価

を、当該違約金の全部又は一部に充当することができる。  

５ 本協定が、都市基盤施設の全部が甲に引き渡された後に、第１項又は第２項の規定

により全部解除された場合、解除の効力は、本協定のうち既に甲及び乙がそれぞれ履

行済みの部分及び第９章に規定する付帯業務に関する部分については及ばないものと

し、その後の措置は以下のとおりとする。 

（1） 甲は、第９４条の規定に基づく維持管理費のうち未履行部分相当額、及び第９

５条の規定に基づくまちづくりコーディネート業務費のうち未履行部分相当額の

支払義務を免れる。 

（2） 甲は、乙に対し、第９３条の規定に基づく施設整備費の全額、並びに第９４条

の規定に基づく維持管理費及び第９５条の規定に基づくまちづくりコーディネー

ト業務費のうち各々履行済みの部分に相当する額を、協定解除前の支払いスケジ

ュールどおりに支払う。 
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 （3） 乙は、維持管理業務及びまちづくりコーディネート業務の各業務について、

甲に対し引継ぎをする。 

（4） 乙は、甲の請求に基づき、本協定解除の違約金として、当該年度の年間維持管

理費及び年間まちづくりコーディネート業務費の総額の１０分の１に相当する額

を支払う。甲は、（2）号に基づき乙に支払うべき対価を、当該違約金の全部又は

一部に充当することができる。 

６ 本協定が、全ての都市基盤施設が引き渡されるまでの間において、第１項又は第２

項の規定により、第３項又は第４項により解除の効力が及ばないとされる部分以外に

ついて一部解除された場合の措置は、以下のとおりとする。 

（1） 甲は、第９３条の規定に基づく施設整備費、第９４条の規定に基づく維持管理

費、及び第９５条の規定に基づくまちづくりコーディネート業務費のうち、解除

された割合に相当する未履行の業務対価の支払義務を免れる。 

（2） 乙は、甲に対し、甲の請求に基づき、解除の違約金として、以下のとおりの金

員を支払う。ただし、甲は、第４４条の協定保証金又は担保を、当該違約金の全

部又は一部に充当することができる。 

① 一部解除の対象が、設計業務、建設業務又は土地区画整理事業全体の円滑な

促進に係る調整業務である場合、一部解除にかかる施設整備費相当額から割賦

金利相当額を控除した金額の１０分の１に相当する額。 

② 一部解除の対象が、維持管理業務である場合、当該事業年度の年間維持管理

費相当額の総額の１０分の１に相当する額。 

③ 一部解除の対象が、まちづくりコーディネート業務である場合、当該事業年

度の年間まちづくりコーディネート業務費の総額の１０分の１に相当する額。 

７ 本協定が、都市基盤施設の全部が甲に引き渡された後、第 1項又は第 2項の規定に

より、第５項により解除の効力が及ばないとされる部分以外について一部解除された

場合の措置は、以下のとおりとする。 

（1） 甲は、第９４条の規定に基づく維持管理費及び第９５条の規定に基づくまちづ

くりコーディネート業務費のうち、解除された割合に相当する未履行の業務対価

の支払義務を免れる。 

（2） 乙は、甲に対し、甲の請求に基づき、解除の違約金として、以下のとおりの金

員を支払う。 

① 一部解除の対象が、維持管理業務である場合、当該事業年度の年間維持管理

費相当額の総額の１０分の１に相当する額。 

② 一部解除の対象が、まちづくりコーディネート業務等である場合、当該事業

年度の年間まちづくりコーディネート業務等費の総額の１０分の１に相当する

額。 

８ 乙は、本条に基づく解除により甲が被った損害額が、第３項ないし第７項の違約
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金の額を上回る場合は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。甲

は、かかる損害賠償請求権をもって、乙に対して負担する一切の債務と対当額にて

相殺することができる。  
 

第９８条 （乙による協定終了）  
１ 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙か

ら書面による催告を受けた日後、６０日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わな

いときは、乙は甲に改めて書面により本協定を終了する旨の通知を行い、本協定を将

来に向けて終了させることができる。 

２ 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本協定上の重要な義務に違反し、かつ、甲が

乙から書面による催告を受けた日後、６０日を経過しても、なお甲が当該義務の違反

を是正しないときは、乙は甲に改めて書面により本協定を終了する旨の通知を行い、

本協定を将来に向けて終了させることができる。 

３ 前２項の規定に基づき本協定が終了した場合、甲は、乙に対し、本協定の終了により

乙が被った損害を賠償する。 

４ 第１項又は第２項に基づき本協定が終了した場合において、乙が甲に対して差し入れ

た協定保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、協定終了後、乙が甲

の定める窓口に預かり証を提出したときは、甲は、速やかに甲の手続きに則り、協定

保証金又はこれに代わる担保を返還する。 

５ 本協定が、都市基盤施設の全部が甲に引き渡される前において、第１項又は第２項の

規定により終了した場合、その後の措置は以下のとおりとする。 

（1） 甲は、第９３条の規定に基づく施設整備費のうち、履行済みの出来高及び土

地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の対価相当額を除いた部分に

相当する額、第９４条の規定に基づく維持管理費のうち未履行部分相当額、並

びに第９５条の規定に基づくまちづくりコーディネート業務費のうち未履行部

分相当額の支払義務を、いずれも免れる。 

（2） 甲は、乙に対し、第９３条の規定に基づく施設整備費のうち、解除時におけ

る出来高及び履行済みの土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の

対価に相当する金額を協定解除前の支払いスケジュールどおりに支払うととも

に、第９４条の規定に基づく維持管理費及び第９５条の規定に基づくまちづく

りコーディネート業務費のうち各々履行済みの部分相当額を、いずれも協定解

除前の支払いスケジュールどおりに支払う。 

（3） 乙は、本件土地を本協定解除時における現状のまま、甲に返還するとともに、

既に開始している土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務及びまち

づくりコーディネート業務について甲に対し引継ぎを行う。 

６ 本協定が、都市基盤施設が全て甲に引渡された後に、第１項又は第２項の規定により
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終了した場合、その後の措置は以下のとおりとする。 

（1） 甲は、第９４条の規定に基づく維持管理費及び第９５条の規定に基づくまち

づくりコーディネート業務費のうち、未履行部分相当額の支払義務を、いずれ

も免れる。  
（2） 甲は、乙に対し、第９３条の規定に基づく施設整備費の全額、並びに第９

４条の規定に基づく維持管理費及び第９５条の規定に基づくまちづくりコーデ

ィネート業務費のうち各々履行済みの部分相当額を、いずれも協定解除前の支

払いスケジュールどおりに支払う。 

 

第９９条 （任意解除権の留保）  
１ 甲は、理由の如何を問わず、１８０日以上前に乙に対して通知したうえで、本協定を

将来に向かって解除により終了させることができる。 

２ 前項の規定により甲が本協定を終了させた場合、甲は乙に対して、当該解除により乙

が被った損害を賠償する。 

３ 第１項に基づき本協定が終了した場合において、乙が甲に対して差し入れた協定保証

金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、協定終了後、乙が甲の定める窓

口に預かり証を提出したときは、甲は、速やかに甲の手続きに則り、協定保証金又は

これに代わる担保を返還する。 

４ 第１項に基づき本協定が終了した場合の措置については、前条第５項及び第６項を準

用する。 

 

第１００条 （不可抗力に基づく協定解除）  
１ 甲及び乙は、不可抗力により相手方の本協定上の義務の履行が遅延し、又は不可能と

なった場合、当該の履行遅滞及び履行不能を相互に本協定に基づく相手方の債務不履

行とはみなさない。 

２ 甲は、不可抗力により本協定の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議の

うえ、本協定を変更し又は本協定を将来に向かって解除することができる。 

３ 前項により本協定が将来に向かって解除された場合の措置については、第９８条第５

項及び第６項を準用する。但し、乙が不可抗力に起因して保険金を受領し、又は受領

した場合には、甲は当該保険金額を控除した金額を乙に支払えば足りるものとする。 

４ 第２項の規定により本協定が一部解除された場合には、甲は、第９３条の規定に基づ

く施設整備費、第９４条の規定に基づく維持管理費、又は第９５条の規定に基づくま

ちづくりコーディネート業務費のうち、解除された割合に相当する未履行部分相当額

の支払義務を免れる。 

 

第１０１条 （本事業に直接関係する法令の新設又は改正等が行われた場合等の協定解
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除）  
本協定の締結日以後に本事業に直接関係する法令が新設又は改正等された場合、又は乙

の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が

不能となったときは、甲及び乙は協議のうえ、本協定を将来に向かって解除することが

できる。本条に基づき本協定が解除されたときは、前条第３項及び第４項の規定に従う。 

 

第１０２条 （本協定終了時の状態等）    
１ 協定期間満了により本協定が終了した場合、乙は、協定終了時における都市基盤施設

を本協定終了後も継続して供用可能な水準を保った状態で甲に引き継がさなければ

ならない。乙が都市基盤施設の全部又は一部について維持管理業務に着手した後、協

定期間満了前に本協定が終了した場合における、維持管理対象施設についても同様と

する。 

２ 乙が維持管理業務に着手した後、協定期間満了前に本協定が終了した場合、本協定終

了の形態が、乙による協定解除、又は甲による任意解除に基づくものであって、甲の

債務不履行により協定終了時における都市基盤施設について前項に定める水準が保

てなかったときは、乙は、前項の修繕義務の履行について、甲の債務履行との同時履

行を抗弁として主張することができる。 

３ 乙が維持管理業務に着手した後、協定期間満了前に本協定が終了した場合、本協定終

了の原因が、不可抗力事由に基づくものであって協定終了時における維持管理対象施

設の滅失又は毀損を伴うものであるとき、又は、甲の債務不履行によって、維持管理

対象施設が滅失又は毀損したときは、乙は、第１項に定める水準を上限として甲が定

める水準にまで滅失、毀損部分を修復した状態で甲に引き継げば足りる。 

４ 前項の場合において、当該滅失又は毀損を修復するために要する合理的な範囲内の追

加費用については、甲が負担するものとし、支払方法については、甲乙協議して定め

る。この場合、乙は、追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請

求する。   

５ 本協定終了後、甲が本条に従って協定終了時における維持管理対象施設の引渡しを受

けた時点において、甲は、これら引き渡しにかかる施設等の検査を行い、当該検査に

おいて前各項に定める水準を満たしていないことが判明した場合には、乙は、乙の費

用と責任において、然るべき第三者をして、当該水準に達するまで修繕をさせなけれ

ばならない。ただし、第３項の場合の費用負担は、前項のとおりとする。 

 

第１２章   法令の新設又は改正等・不可抗力による協定内容の変更等 

 

第１０３条 （法令の新設又は改正等による協定内容の変更）  
１ 甲及び乙は、本協定締結日以後の本事業に直接関係する法令の新設又は改正等により、
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本協定に基づく自己の義務を協定どおりに履行することができなくなった場合、その

内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知しなけ

ればならない。 

２ 甲及び乙は、前項の通知を受けた場合には、直ちに相手方と協議し、法令等に適合し

なくなった業務について、いずれも相手方当事者に発生する損害が最小限となるよう

に義務内容の変更を行う。 

 

第１０４条 （不可抗力による協定内容の変更）  
１ 甲及び乙は、本協定締結日以後の不可抗力により、本協定に基づく自己の義務を協定

どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもっ

て直ちにこれを相手方当事者に対して通知しなければならない。 

２ 甲及び乙は、前項の通知を受けた場合には、直ちに相手方と協議し、不可抗力により

協定どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方当事者に生じる損害

が最小限となるように協定内容の変更を行う。 

 

第１０５条 （法令の新設又は改正等による追加費用又は損害の負担）  
１ 本事業に直接関係する法令の新設又は改正等によって、乙に追加費用又は損害が生ず

る場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損害の状況を甲に通知し

なければならない。 

２ 前項の追加費用又は損害のうち合理的な範囲の追加費用又は損害について、甲はこれ

を負担する。この場合、乙は、追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類を添え

て甲に請求する。ただし、本協定に別に定めがある場合にはその定めによる。 

 

第１０６条 （不可抗力による追加費用又は損害の負担）  
１ 不可抗力によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した

後、直ちに当該損害又は損害の状況を甲に通知しなければならない。 

２ 甲及び乙は、前項の追加費用又は損害のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害につ

いて、別紙１２に規定する負担割合に従い負担する。この場合、乙は、当該追加費用

の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求する。ただし、本協定に別に定めがあ

る場合にはその定めによる。 

３ 法令の新設又は改正等及び不可抗力が複合して、甲又は乙に追加費用又は損害が生じ

た場合、甲又は乙それぞれの追加費用又は損害の負担は、第３９条第５項を準用して

決定する。 

 

第１３章   保  険 
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第１０７条 （保険加入義務）  
１ 乙は、設計・建設期間中、別紙１１記載１の保険契約を締結し又は建設企業に締結さ

せなければならない。 

２ 乙は、維持管理期間中、別紙１１記載２の保険契約を締結し又は維持管理企業に締結

させなければならない。 

３ 乙、建設企業又は維持管理企業が、前２項の規定により保険契約を締結したときは、

乙は、その証券を直ちに甲に提示し又は提示させなければならない。 

 

第１４章    その他 

 

第１０８条 （対価からの控除）  
甲は、事由の如何を問わず、乙に対して債権を有する場合は、第１０章に規定する本事

業の対価の支払額から、かかる債権相当額を控除して、乙に支払うことができる。 

 

第１０９条 （乙の権利義務の譲渡）  
１ 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本協定上の地位及び本協定にかかる権利義務の

全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。 

２ 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、合併、株式交換・移転、会社分割、営業譲渡そ

の他会社の基礎の変更をしてはならない。株式、新株予約権及び新株予約権付社債の

発行についても、同様とする。 

３ 甲は、前２項に定める行為が、乙の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又

は甲の事業に関与することが適当でないと合理的に認められる者が参加することと

なると認められる場合には、承諾を与えないことができる。 

 

第１１０条 （モニタリング）  
１ 甲は、協定期間中、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務、維持管理業

務及びまちづくりコーディネート業務について、乙の提供する業務が、本協定、各年

度業務委託契約書及び公募関係書類等、並びに第４９条第１項に定める土地区画整理

事業全体の円滑な促進に係る調整業務計画書、第６０条第１項に定める維持管理業務

計画書並びに第７４条第１項及び第２項に定めるまちづくりコーディネート業務に

関する計画書等に定める内容及び水準（以下「本件水準等」という。）を達成してい

ることを確認するため、別紙３２に基づきモニタリングを実施する（以下、本条に基

づくモニタリングを総称して「本件モニタリング」という。）。 

２ 甲は、本件モニタリングの結果を基に、月に１度業務状況の良否を判断し、乙に通知

するものとする。 

３ 本件モニタリングに係る費用のうち、本条において乙の義務とされているものを除く
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部分は甲の負担とする。 

４ 前３項に定めるモニタリングの結果、乙の提供する業務について本件水準等が満たさ

れていないことが判明した場合には、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整

業務については別紙２７、維持管理業務については別紙２９、まちづくりコーディネ

ート業務については別紙３１に記載する手続きに従い、それぞれ第１０章に基づく対

価を減額する。 

 

第１１１条 （経営状況等の報告）  
１ 乙は、本協定の終了にいたるまで、各事業年度の最終日以前に、翌事業年度の予算の

概要を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、本協定の終了にいたるまで、各事業年度ごとに、当該事業年度の財務書類を作

成し、自己の費用で公認会計士又は監査法人による監査を受けた上で、当該事業年度

の最終日から３ヶ月以内に、監査報告書とともに甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、本協定の終了にいたるまでに、定款を変更した場合は、甲に直ちに報告すると

ともに、登記簿の写しを甲に提出しなければならない。 

４ 乙は、前項に規定するほか、自己の登記事項に変更が生じた場合は、甲に直ちに報告

するとともに、登記簿の写しを甲に提出しなければならない。 

 

第１１２条 （遅延利息）  
甲又は乙が本協定に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき遅延日数に

応じ、年１００分の５の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなけ

ればならない。 

 

第１１３条 （守秘義務）  
１ 甲及び乙は、故意又は過失により、本協定上の秘密を第三者に漏洩し、本件秘密文書

等を滅失、毀損若しくは改ざんし、又は本協定上の秘密及び本件秘密文書等を本協定

の履行以外の目的に使用してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、川西市情報公開条例（平成 年 月 日条例第 号）

上、例外的に非公開とすることができるとされていると甲が明らかに判断できる情報

以外の情報については、これを公開することができるものする。ただし、乙において

非公開とされるべき情報があると思慮するときは、乙は甲に対して、川西市情報公開

条例の条文及び運用に即して、非公開とされるべき法律上及び事実上の理由を書面で

具体的に甲に示し、甲に再考を求めることができる。 

３ 甲及び乙は、本協定上の義務の履行又は本協定上の権利の行使に係る事務に従事して

いる者及び従事していた者（本協定に基づく事業の全部又は一部を第三者に委託する

場合における当該第三者を含む。）に、本協定上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘
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密文書等を滅失若しくは毀損又は改ざんさせ又は本協定上の秘密若しくは本件秘密

文書等を本協定の履行以外の目的に使用させてはならない。 

４ 乙は、本協定に基づく事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者

に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前

項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。 

５ 乙は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、個人情報に関する関係法令

（川西市の条例等を含む。）の規定を遵守し、甲の指示を受けて適切に取り扱う。 

６ 甲は、乙が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の種類及びその保護状況に

ついて、随時に調査することができる。 

７ 甲は、乙の個人情報の取り扱いが不適切であると認めるときは、勧告を行うことがで

きるものとし、乙は甲の勧告に直ちに従う。 

 

第１１４条 （著作権の帰属）  
甲が、本事業の公募手続及び本協定に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等

（甲が著作権を有しないものを除く。）の著作権は、甲に帰属する。 

 

第１１５条 （著作権の利用等）  
１ 甲は、成果物及び都市基盤施設について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有

するものとし、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。 

２ 成果物及び都市基盤施設のうち著作権法（昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号）第２条

第１項第１号に定める著作物に該当するものに係る同法第２章及び第３章に規定す

る著作者の権利（次条において「著作者の権利」という。）の帰属は、同法の定める

ところによる。 

３ 乙は、甲が成果物及び都市基盤施設を、次の各号に掲げるところにより利用すること

ができるようにしなければならず、自ら又は著作権者（甲を除く。）をして、著作権

法第１９条第１項又は第２０条第１項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。 

（1） 本協定締結前に締結された別途契約により著作者名表示が義務付けられている
場合を除き、著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は都市基

盤施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関を

して公表させ、若しくは広報に使用させること。 

（2） 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 
（3） 都市基盤施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委

託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正

をすること。 

（4） 都市基盤施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。 
（5） 都市基盤施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊
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すこと。 

４ 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（1） 成果物及び都市基盤施設の内容を公表すること。 
（2） 都市基盤施設に乙又は著作権者の実名又は変名を表示すること。 
（3） 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 
 

第１１６条 （著作権等の譲渡禁止）  
乙は、自ら又は著作権者をして、成果物及び都市基盤施設に係る著作権者の権利を第三

者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、

あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

第１１７条 （著作権の侵害の防止）  
１ 乙は、成果物及び都市基盤施設が、第三者の有する著作権を侵害するものではないこ

とを、甲に対して保証する。 

２ 乙は、成果物又は都市基盤施設が第三者の有する著作権を侵害したときは、第三者に

対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその

賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。 

 

第１１８条 （工業所有権）  
乙は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に

関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した

場合であって、乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙

がその使用に関して要した費用（損害賠償に要するものを含む。）を負担しなければな

らない。 

 

第１５章  協議会 

 

第１１９条 （協議会の設置）  
１ 甲及び乙は、必要と認めるときは、本事業の実施に関する協議を行うことを目的とし

て、川西市中央北地区ＰＦＩ事業協議会を設置することができる。 

２ 甲及び乙は、前項の協議会の設置を求められた場合、合理的な理由がなくこれを拒ん

ではならない。 

 

第１６章  雑  則 
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第１２０条 （出資者の確認書の提出）  
乙は、乙の出資者から、別紙３３に記載する内容の確認書を取得し、その原本を本協定

締結時までに甲に対して提出しなければならない。 

 

第１２１条 （疑義に関する協議）  
甲及び乙は、本協定の実施に当たって疑義が生じた場合には、誠意を持って協議しなけ

ればならない。 

 

第１２２条 （金融機関等との協議）  
甲は、本事業の継続性を確保するため、乙に対し資金提供を行う融資機関等と協議を行

い、直接協定を締結することができる。 

 

第１２３条 （裁判管轄）  
本協定に関する紛争については、神戸地方裁判所伊丹支部を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。 

 

 



別紙1 土地の表示（地区全体） 

 

協定締結までに適切な図面を貼付するものとする。 

  



別紙2 土地の表示（都市基盤施設整備対象エリア） 

 

協定締結までに適切な図面を貼付するものとする。 

  



別紙3 土地の表示（市関連用地） 

 

１ 財団法人川西市都市整備公社所有地 

  下記図面中、赤色で囲んだ部分 

 

２ 民間所有地 

下記図面中、赤色で囲んだ部分 

 

協定締結までに適切な図面を貼付するものとする。 

  



別紙4 土地の表示（土壌汚染対策工事対象エリア） 

 

協定締結までに適切な図面を貼付するものとする。 

  



別紙5 都市基盤施設 

 

都市基盤施設の一覧 

項 目 概 要 備 考 

都市計画道路 

（豊川橋山手線外２路線） 

延長 約687ｍ ｗ＝9～15ｍ 

電線共同溝延長 約640ｍ  

特殊道路 

（せせらぎ遊歩道南線） 

延長 約382ｍ ｗ＝16ｍ 

通路 

（せせらぎ遊歩道北線） 

延長 約115ｍ  

特殊道路 

（No.１～4） 

＊豊川橋山手線の歩道に

含まれる 

延長 約610ｍ ｗ＝1.0ｍ 

区画道路 

（No.3・6） 

延長 

 

約257ｍ 

 

ｗ＝6～10ｍ 

水路 

（第2号水路・第4号水路） 

延長 

 

約92ｍ 

 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 

（水路敷を含む） 

整地 

（15街区） 

面積 

 

約0.8ha 

 

 

市関連用地 

（15街区） 

面積 約0.8ha  

都市公園 

（中央公園） 

公園面積 約2ha  

 

 

  



別紙6 基本設計図書（公園） 

 

（１）基本設計説明書  

（２）位置図  

（３）基本設計平面図  

（４）主要断面図  

（５）主要施設の基本図  

（６）植栽平面図  

（７）排水系統図及び流量計算書  

（８）給水系統図及び容量計算書  

（９）電気系統図及び容量計算書  

（10）造成計画図  

（11）運土計画図  

（12）工事概算金額算定資料  

（13）関係者説明用資料（イメージがわかる絵図含む）  

（14）関連機関との協議関連図書  

（15）その他  

 

  



別紙7  実施設計図書（公園） 

 

1．公園 

（１）位置図  

（２）実施設計平面図  

（３）撤去平面図  

（４）造成計画平面図  

（５）縦横断位置図  

（６）縦横断面図  

（７）施設配置図  

（８）植栽平面図  

（９）排水平面図  

（10）排水縦断面図  

（11）給水平面図及び配管立体図  

（12）電気平面図及び配線図  

（13）園路平面図  

（14）園路縦横断図  

（15）座標図  

（16）仮設図  

（17）諸施設詳細図（公園緑地施設標準図集に記載のものは除く）  

（18）構造計算書  

（19）設備関係容量計算書  

（20）数量総括表、数量計算書、作業土工集計表  

（21）工事費算定資料  

（22）工事費算定に使用した資料の出典元一覧表  

（23）特殊な資材・工法等に関するカタログ等の説明資料  

（24）設計書  

（25）特記仕様書  

（26）関係者説明用資料（イメージがわかる絵図含む）  

（27）関連機関との協議関連図書  

（28）その他  

 

２．電線共同溝 

（１）計画平面図 

（２）計画縦断図 

（３）計画断面図 

（４）管路・特殊部断面図 

（５）詳細図 



（６）施工計画段階図・工程表 

（７）地下埋設管重ね図 

（８）既存道路撤去・復旧図 

（９）支障物移設平面・断面図 

（10）協議図書 

（11）数量表 

（12）その他 

  



別紙8 設計図書（市関連用地整地） 

 

（１）整地平面図 

（２）土量計算図 

（３）切盛平面図 

（４）整地標準断面図 

（５）撤去平面図 

（６）運土計画図 

（７）土量計算表 

（８）その他 

  



別紙9 竣工図書 

 

（１）竣工図 

（２）縮小版竣工図 

（３）電子完成図書 

（４）その他 

  



別紙10 日程表 

 

※ 下記は現状の予定 

平成25年8月 仮協定締結 

平成25年9月 事業協定締結 

平成29年3月 都市基盤施設の引渡 

平成29年4月 都市基盤施設の供用・維持管理開始 

平成35年3月 事業期間終了 

  



別紙11 保険 

 

１ 設計・建設期間中の保険 

選定事業者の提案内容に応じて決定する。 

 

２ 維持管理期間中の保険 

選定事業者の提案内容に応じて決定する。 

 

※ 付保すべき保険の内容は、事業者グループの提案によるものとするが、PFI事業者は、

業務範囲の道路及び公園等の維持管理業務遂行にあたり、市を保険契約者及び被保険者と

する賠償責任保険に加入するほか、業務の遂行に必要な保険を自ら付保もしくは、各業務

を行う企業をして付保させること。 

  



別紙12 不可抗力 

 

不可抗力により発生した追加費用または、損害のうち合理的な範囲のものについての甲乙

の負担割合については、下表の通りとする。なお、共用開始日までに不可抗力事由に該当

する複数の事由が発生した場合で、それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には、そ

れらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、下表の負担割合を適用するものと

する。 

 

対象 甲乙の負担割合 

不可抗力事由による設計変更が必要となっ

た場合（第20条） 

都市基盤施設の整備に係る対価の１％まで

は乙が負担し、１％を超えた部分について

は甲が負担する。 

不可抗力により、本件工事の全部又は一部が

一時中止された場合（第41条） 

都市基盤施設の整備に係る対価の１％まで

は乙が負担し、１％を超えた部分について

は甲が負担する。 

供用開始日までに、都市基盤施設の全部又は

一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材

料その他建設器具等が、不可抗力により滅失

し、又は毀損し、その結果、乙に追加費用又

は損害が発生したとき（第42条） 

都市基盤施設等の整備に係る対価の１％ま

では乙が負担し、１％を超えた部分につい

ては甲が負担する。 

不可抗力により、調整業務についての提案内

容、提案水準の変更が必要となった場合（第

54条） 

土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る

調整業務費の１％までは乙が負担し、１％

を超えた部分については甲が負担する。 

不可抗力により、維持管理業務についての提

案内容、提案水準の変更が必要となった場合

（第64条） 

維持管理費の１％までは乙が負担し、１％

を超えた部分については甲が負担する。 

上記に該当しない場合。 当該業務の対価の１％までは乙が負担し、

１％を超えた部分については甲が負担す

る。 

 

 

 

  



別紙13 各年度業務委託契約書の様式 

  



別紙14 瑕疵担保保証書 

  



別紙15 土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務計画書 

 

選定事業者の提案内容に応じて決定する。 

  



別紙16 維持管理業務計画書 

 

選定事業者の提案内容に応じて決定する。 

  



別紙17 維持管理業務係る業務報告書  

 

選定事業者の提案内容に応じて決定する。 

  



別紙18 道路維持管理業務の内容 

 

選定事業者の提案内容に応じて決定する。 

  



別紙19 公園等維持管理業務の内容 

 

選定事業者の提案内容に応じて決定する。 

  



別紙20 まちづくりコーディネート業務の内容 

 

選定事業者の提案内容に応じて決定する。 

  



別紙21 まちづくりコーディネート業務（全体業務計画書） 

 

選定事業者の提案内容に応じて決定する。 

  



別紙22 まちづくりコーディネート業務（年間業務計画書） 

 

選定事業者の提案内容に応じて決定する。 

  



別紙23 売買契約書（市関連用地等） 

 

 

  



別紙24 売買予約契約書 

  



別紙25 施設整備費支払方法 

 

市は、選定事業者が実施する都市基盤施設等の設計及び整備等に要する費用について国庫

補助事業の活用を予定しており、国庫補助の対象となる経費部分のうち国庫補助金、地方

債の額を施設整備後、交付年度毎に支払う予定である。それ以外の費用（市費）について

は、すべての都市基盤施設の供用開始から事業期間終了まで、協定書に定める額を割賦方

式により選定事業者へ支払う。 

 

各年度の支払い額             （円） 

年度 一括支払額 
割賦支払分 

消費税 合計 
元本 金利 

H25年度      

H26年度      

H27年度      

H28年度      

H29年度      

H30年度      

H31年度      

H32年度      

H33年度      

H34年度      

合計      

※年度は仮の年度 

 

1．一括支払い額 

一括支払額は、国庫補助の対象となる経費部分のうち国庫補助金、地方債の額。 

 

2．割賦支払分 

割賦支払分とは、毎年発生する施設整備業務の対価の残額及び割賦手数料相当額（当該残

額を年 1回支払の割賦で支払うことから発生する金利相当額で、その金額は、当該残額及

び割賦手数料の合計金額をすべての都市基盤施設の供用開始から事業期間終了までの期間

の割賦支払とする場合の、当該割賦支払に必要な割賦金利に基づき算定される金額とする。）

とする。なお、割賦支払分について、すべての都市基盤施設の供用開始時までの金利は、

建中金利として施設整備費に計上するものとする。 

 

基準金利及びスプレッドは以下のとおりとする。 

 

（１）基準金利 



提案時の基準金利は、平成25年2月1日の東京時間午前10時にテレレート17143

頁に表示されるTOKYO SWAP REFFRENCE RATE（TSR）6ヶ月LIBORベース5年物（円

－円）金利スワップレート0.355％とする。 

 

（２）スプレッド 

事業者が公募提案時に提出した提案書に記載した率とする。 

 

3．本件事業に係る対価の支払方法 

（１）一括支払分 

事業者は、毎年の業務完了確認後、市に対して適法な請求書を提出するものとし、

市は、上記の請求書を受理した日から30日以内に支払う。 

 

（２）割賦支払分 

事業者は、すべての都市基盤施設の供用開始後、市に対して適法な請求書を持参

にて提出するものとし、市は、上記の請求書を受理した日から30日以内に支払う。 

 

  



別紙26 施設整備費（設計業務及び建設業務関係部分）の改定方法 

 

基準金利の変動を勘案し、以下の方法により見直しを行う。なお、市又は事業者は、原則

として、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動に起因する施設整備業務の対価の

変更を相手方に対して請求することはできないものとする。ただし、特別な要因により主

要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備業務の対価が不適当

となったときは、市又は事業者は、施設整備業務の対価の変更について協議を行うことを

請求することができる。さらに、予期することのできない特別の事情により、日本国内に

おいて急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備業務の対価が著しく

不適当となったときには、市又は事業者は、施設整備業務の対価の変更について協議を行

うことを請求することができるものとする。  

 

（１）改定時期 

提案時の金利と、すべての都市基盤施設の供用開始日の2営業日前の基準金利に差が

生じた場合には、この差に応じて割賦手数料を改定する。なお、「営業日」とは、日

本国の法令等により銀行が休日とされる日以外の日をいう。 

 

（２）改定後の基準金利 

すべての都市基盤施設の供用開始日の 2営業日前の東京時間午前 10時にテレレート

17143頁に表示されるTOKYO SWAP REFFRENCE RATE（TSR）6ヶ月LIBORベース5年

物（円－円）金利スワップレートとする。 

 

 

  



別紙 27 施設整備費（土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務関係部分）の改

定方法 

 

１．土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の実施状況が本件水準等を満たし

ていない場合 

業務実施状況が本件水準等を満たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同

等の事態をいう。 

① 業務実施について明らかに重大な支障がある場合 

② 業務実施について支障がある場合 

業務実施状況が上記①又は②の状態となる基準は以下のとおりとする。 

① 明らかに重大な支障がある場合の例 

業  務 明らかに重大な支障があるとみなす事態 

各業務について、あて

はまる事態を適用 

業務の故意による放棄 

故意に市との連絡を行わない（長期にわたる連絡不通等） 

必要な主要業務の未実施 

業務実施の不備による人身事故の発生等 

 

② 支障がある場合の例 

業  務 支障があるとみなす事態 

各業務について、あて

はまる事態を適用 

必要な調整業務の未実施 

必要な人員の不足 

業務報告の不備 

苦情に対する対応の不備等 

 

 

２．土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務の実施状況が本件水準等を満たし

ていない場合の措置 

市は、本件協定第 110条第 1項に定める本件モニタリングの結果、業務の実施状況が本

件水準等を満たさないと客観的に判断した場合、以下の対応をとる。 

 

（１）是正措置の勧告 

市は事業者に対し、是正期間を指示してその期間内に是正措置をとることを勧告す

る。 



（２）是正計画書 

市が事業者に対し、上記勧告に際し是正計画書の提出を求めた場合、市及び事業者は、

是正計画書の妥当性につき協議の上検討し、是正計画書の内容を確定する。 

（３）業務改善の判断 

事業者は、直ちに是正措置を実施し、市に報告する。市は、当該報告に基づき、業務

の改善が認められるか客観的に判断する。なお、市は、是正計画書の提出を要求した

場合は、当該是正計画書に従った業務の改善が認められるか判断するものとする。 

（４）業務対価の減額 

是正措置についての本件モニタリングの結果、上記手続（１）ないし（３）をとった

にもかかわらず 1ヶ月以内に市が業務の改善が認められないと客観的に判断した場合、

以下に定める手続きに従うものとする。 

① 減額ポイントの発生 

市は、本件モニタリングの結果、業務の改善が客観的に認められないと判断した場

合、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務に関する当月の減額ポイン

トを以下の基準により発生させ、事業者に通知する。 

減額ポイント 

事     態 減 額 ポ イ ン ト 

明らかに重大な支障がある場合 各項目につき20ポイント 

支障がある場合 各項目につき  5ポイント 

ただし、「１．①又は②」の状態と認められても、(i)やむを得ない事由による場合

で、かつ事前に市に連絡があった場合、又は(ii)明らかに事業者の責めに帰さない

事由による場合、減額ポイントは発生しない。 

 

② 業務対価の減額 

業務対価の支払に際しては、12ケ月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にした

がって対象業務の対価の減額割合を定め、減額の必要がある場合には、当該年度の

支払額を事業者に通知した上で減額を行う。（減額ポイントは対象業務ごとに計算し、

減額も対象業務ごとに行う。）なお、減額ポイントは次の年度に持ち越さない 

 

 

 

 



減額割合 

12か月の減額 

ポイント合計 
対象業務の対価の減額割合 

 50以上 100％減額 

  29以上49以下 １ポイントにつき0.6％減額（17.4％～29.4％の減額） 

  16以上 28以下 １ポイントにつき0.3％減額（ 4.8％～8.4％の減額） 

  15以下 0％（減額なし） 

 

③ 各業務を行う者の変更 

 業務期間を通じ、同一の対象業務において 2回の減額措置を経た後、さらに業務不

履行（減額ポイントの発生）があった場合、市は、事業者と協議のうえ、当該業務

を行う者を変更させることがある。なお、対価の支払対象期間の途中に当該業務を

行う者を変更しても、期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した場合

には、この期間も減額措置を行う。 

 

④ 協定の解除 

事業者が、上記２．（１）是正勧告を受けたにもかかわらず勧告に従わず、勧告から

3ヶ月以上経過しても勧告の対象となった事由が是正されない場合（市が本項（２）

の是正計画書の提出を求めた場合には、勧告から3ヶ月以上経過しても、是正計画

書の内容が確定し、かつ当該是正計画書に従った業務の改善が認められない場合）、

又は当該業務を行う者の変更後も対象業務の改善が認められず、対価の支払の減額

措置が行われた場合、又は事業者が市の当該業務を行う者の変更の要請に応じない

場合で3ヶ月を経過した場合、市は協定を解除できる。なお、対価の支払期間のう

ち、当該業務を行う者が変更した後の期間のみで減額が行われる基準に達した場合

も当然に解除することができる。 

  



別紙28 維持管理費支払方法 

 

市は、選定事業者が実施する施設の維持管理に係る費用をすべての都市基盤施設の供用開

始後、業務期間終了時までの間、選定事業者へ支払う。なお、維持管理業務のうち一部に

ついては、都市基盤施設の整備に関する費用と同様の方法で支払う。 

 

各年度の支払い額              （円） 

年度 
支払い額 

合計 
業務の対価 消費税 

H25年度    

H26年度    

H27年度    

H28年度    

H29年度    

H30年度    

H31年度    

H32年度    

H33年度    

H34年度    

合計    

※年度は仮の年度 

    各年度の支払い額             （円） 

年度 一括支払額 
割賦支払分 

消費税 合計 
元本 金利 

H25年度      

H26年度      

H27年度      

H28年度      

H29年度      

H30年度      

H31年度      

H32年度      

H33年度      

H34年度      

合計      

※年度は仮の年度 

  



別紙29 維持管理費の改定方法 

 

１．維持管理業務の実施状況が本件水準等を満たしていない場合 

業務実施状況が本件水準等を満たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同

等の事態をいう。 

① 業務実施について明らかに重大な支障がある場合 

② 業務実施について支障がある場合 

業務実施状況が上記①又は②の状態となる基準は以下のとおりとする。 

① 明らかに重大な支障がある場合の例 

業  務 明らかに重大な支障があるとみなす事態 

各業務について、あて

はまる事態を適用 

業務の故意による放棄 

故意に市との連絡を行わない（長期にわたる連絡不通等） 

定期点検の未実施 

必要な主要業務の未実施 

業務実施の不備による人身事故の発生等 

 

② 支障がある場合の例 

業  務 支障があるとみなす事態 

各業務について、あて

はまる事態を適用 

維持管理業務の懈怠 

必要な保守等の未実施 

必要な人員の不足 

業務報告の不備 

苦情に対する対応の不備等 

 

 

２．本件施設の維持管理状況が本件水準等を満たしていない場合の措置 

市は、本件協定第 110条第 1項に定める本件モニタリングの結果、業務の実施状況が本

件水準等を満たさないと客観的に判断した場合、以下の対応をとる。 

 

（１）是正措置の勧告 

市は事業者に対し、是正期間を指示してその期間内に是正措置をとることを勧告す

る。 



（２）是正計画書 

市が事業者に対し、上記勧告に際し是正計画書の提出を求めた場合、市及び事業者は、

是正計画書の妥当性につき協議の上検討し、是正計画書の内容を確定する。 

（３）業務改善の判断 

事業者は、直ちに是正措置を実施し、市に報告する。市は、当該報告に基づき、業務

の改善が認められるか客観的に判断する。なお、市は、是正計画書の提出を要求した

場合は、当該是正計画書に従った業務の改善が認められるか判断するものとする。 

（４）業務対価の減額 

是正措置についての本件モニタリングの結果、上記手続（１）ないし（３）をとった

にもかかわらず 1ヶ月以内に市が業務の改善が認められないと客観的に判断した場合、

以下に定める手続きに従うものとする。 

① 減額ポイントの発生 

市は、本件モニタリングの結果、業務の改善が客観的に認められないと判断した場

合、維持管理業務に関する当月の減額ポイントを以下の基準により発生させ、事業

者に通知する。 

減額ポイント 

事     態 減 額 ポ イ ン ト 

明らかに重大な支障がある場合 各項目につき20ポイント 

支障がある場合 各項目につき  5ポイント 

ただし、「１．①又は②」の状態と認められても、(i)やむを得ない事由による場合

で、かつ事前に市に連絡があった場合、又は(ii)明らかに事業者の責めに帰さない

事由による場合、減額ポイントは発生しない。 

 

② 業務対価の減額 

業務対価の支払に際しては、12ヶ月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にした

がって対象業務の対価の減額割合を定め、減額の必要がある場合には、当該年度の

支払額を事業者に通知した上で減額を行う。（減額ポイントは対象業務ごとに計算し、

減額も対象業務ごとに行う。）なお、減額ポイントは次の年度に持ち越さない 

 

 

 

 



減額割合 

12か月の減額 

ポイント合計 
対象業務の対価の減額割合 

 50以上 100％減額 

  29以上49以下 １ポイントにつき0.6％減額（17.4％～29.4％の減額） 

  16以上 28以下 １ポイントにつき0.3％減額（ 4.8％～8.4％の減額） 

  15以下 0％（減額なし） 

 

③ 各業務を行う者の変更 

 業務期間を通じ、同一の対象業務において 2回の減額措置を経た後、さらに業務不

履行（減額ポイントの発生）があった場合、市は、事業者と協議のうえ、当該業務

を行う者を変更させることがある。なお、対価の支払対象期間の途中に当該業務を

行う者を変更しても、期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した場合

には、この期間も減額措置を行う。 

 

④ 協定の解除 

事業者が、上記２．（１）是正勧告を受けたにもかかわらず勧告に従わず、勧告から

3ヶ月以上経過しても勧告の対象となった事由が是正されない場合（市が本項（２）

の是正計画書の提出を求めた場合には、勧告から3ヶ月以上経過しても、是正計画

書の内容が確定し、かつ当該是正計画書に従った業務の改善が認められない場合）、

又は当該業務を行う者の変更後も対象業務の改善が認められず、対価の支払の減額

措置が行われた場合、又は事業者が市の当該業務を行う者の変更の要請に応じない

場合で3ヶ月を経過した場合、市は協定を解除できる。なお、対価の支払期間のう

ち、当該業務を行う者が変更した後の期間のみで減額が行われる基準に達した場合

も当然に解除することができる。 

  



別紙30 まちづくりコーディネート業務費支払方法 

 

市は、選定事業者が実施するまちづくりコーディネート業務に係る費用をすべての都市基

盤施設の供用開始後、業務期間終了時までの間、選定事業者へ支払う。なお、まちづくり

コーディネート業務のうち一部については、都市基盤施設の整備に関する費用と同様の方

法で支払う。 

 

各年度の支払い額              （円） 

年度 
支払い額 

合計 
業務の対価 消費税 

H25年度    

H26年度    

H27年度    

H28年度    

H29年度    

H30年度    

H31年度    

H32年度    

H33年度    

H34年度    

合計    

※年度は仮の年度 

     各年度の支払い額             （円） 

年度 一括支払額 
割賦支払分 

消費税 合計 
元本 金利 

H25年度      

H26年度      

H27年度      

H28年度      

H29年度      

H30年度      

H31年度      

H32年度      

H33年度      

H34年度      

合計      

※年度は仮の年度 



別紙31 まちづくりコーディネート業務費の改定方法 

 

１．まちづくりコーディネート業務の実施状況が本件水準等を満たしていない場合 

業務実施状況が本件水準等を満たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同

等の事態をいう。 

① 業務実施について明らかに重大な支障がある場合 

② 業務実施について支障がある場合 

業務実施状況が上記①又は②の状態となる基準は以下のとおりとする。 

① 明らかに重大な支障がある場合の例 

業  務 明らかに重大な支障があるとみなす事態 

各業務について、あて

はまる事態を適用 

業務の故意による放棄 

故意に市との連絡を行わない（長期にわたる連絡不通等） 

定期点検の未実施 

必要な主要業務の未実施 

業務実施の不備による人身事故の発生等 

 

② 支障がある場合の例 

業  務 支障があるとみなす事態 

各業務について、あて

はまる事態を適用 

維持管理業務の懈怠 

必要な保守等の未実施 

必要な人員の不足 

業務報告の不備 

苦情に対する対応の不備等 

 

 

２．本件施設の維持管理状況が本件水準等を満たしていない場合の措置 

市は、本件協定第 110条第 1項に定める本件モニタリングの結果、業務の実施状況が本

件水準等を満たさないと客観的に判断した場合、以下の対応をとる。 

 

（１）是正措置の勧告 

市は事業者に対し、是正期間を指示してその期間内に是正措置をとることを勧告す

る。 



（２）是正計画書 

市が事業者に対し、上記勧告に際し是正計画書の提出を求めた場合、市及び事業者は、

是正計画書の妥当性につき協議の上検討し、是正計画書の内容を確定する。 

（３）業務改善の判断 

事業者は、直ちに是正措置を実施し、市に報告する。市は、当該報告に基づき、業務

の改善が認められるか客観的に判断する。なお、市は、是正計画書の提出を要求した

場合は、当該是正計画書に従った業務の改善が認められるか判断するものとする。 

（４）業務対価の減額 

是正措置についての本件モニタリングの結果、上記手続（１）ないし（３）をとった

にもかかわらず 1ヶ月以内に市が業務の改善が認められないと客観的に判断した場合、

以下に定める手続きに従うものとする。 

① 減額ポイントの発生 

市は、本件モニタリングの結果、業務の改善が客観的に認められないと判断した場

合、維持管理業務に関する当月の減額ポイントを以下の基準により発生させ、事業

者に通知する。 

減額ポイント 

事     態 減 額 ポ イ ン ト 

明らかに重大な支障がある場合 各項目につき20ポイント 

支障がある場合 各項目につき  5ポイント 

ただし、「１．①又は②」の状態と認められても、(i)やむを得ない事由による場合

で、かつ事前に市に連絡があった場合、又は(ii)明らかに事業者の責めに帰さない

事由による場合、減額ポイントは発生しない。 

 

② 業務対価の減額 

業務対価の支払に際しては、12ヶ月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にした

がって対象業務の対価の減額割合を定め、減額の必要がある場合には、当該年度の

支払額を事業者に通知した上で減額を行う。（減額ポイントは対象業務ごとに計算し、

減額も対象業務ごとに行う。）なお、減額ポイントは次の年度に持ち越さない 

 

 

 

 



減額割合 

12か月の減額 

ポイント合計 
対象業務の対価の減額割合 

 50以上 100％減額 

  29以上49以下 １ポイントにつき0.6％減額（17.4％～29.4％の減額） 

  16以上 28以下 １ポイントにつき0.3％減額（ 4.8％～8.4％の減額） 

  15以下 0％（減額なし） 

 

③ 各業務を行う者の変更 

 業務期間を通じ、同一の対象業務において 2回の減額措置を経た後、さらに業務不

履行（減額ポイントの発生）があった場合、市は、事業者と協議のうえ、当該業務

を行う者を変更させることがある。なお、対価の支払対象期間の途中に当該業務を

行う者を変更しても、期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した場合

には、この期間も減額措置を行う。 

 

④ 協定の解除 

事業者が、上記２．（１）是正勧告を受けたにもかかわらず勧告に従わず、勧告から

3ヶ月以上経過しても勧告の対象となった事由が是正されない場合（市が本項（２）

の是正計画書の提出を求めた場合には、勧告から3ヶ月以上経過しても、是正計画

書の内容が確定し、かつ当該是正計画書に従った業務の改善が認められない場合）、

又は当該業務を行う者の変更後も対象業務の改善が認められず、対価の支払の減額

措置が行われた場合、又は事業者が市の当該業務を行う者の変更の要請に応じない

場合で3ヶ月を経過した場合、市は協定を解除できる。なお、対価の支払期間のう

ち、当該業務を行う者が変更した後の期間のみで減額が行われる基準に達した場合

も当然に解除することができる。 

  

  



別紙32 モニタリングの方法 

 

維持管理業務、土地区画整理事業全体の円滑な促進に係る調整業務、まちづくりコーディ

ネート業務に係るモニタリングは以下の方法で実施する。 

 

（１）計画書及び報告書の確認によるモニタリング 

① 業務計画書の確認 

乙は各事業年度開始30日前までに関連法令等を充足し、提案内容を満たした各業務の業務

計画書を提出し甲の確認を得るものとする。 

② 月報の提出と確認 

乙は毎月の各業務を実施した後、翌月10 日までに業務ごとに月報を乙へ提出する。甲 

は業務計画書をもとに、月報に記載の内容が本件基準等を満たしていることを確認する。 

③ 年度業務報告書の提出と確認 

乙は毎事業年度終了後30日以内に年度業務報告書を甲に提出する。甲は業務計画書をもと

に年度業務報告書に記載の内容が本件水準等を満たしていることを確認する。 

 

（２）随時のモニタリング 

甲は、必要に応じて随時に甲への質問、実地検査を行うことができ、乙はこれに誠実に対

応し説明等を行うものとする。 

 

（３）乙の提案する方法によるモニタリングの方法 

上記の他、甲は乙が提案した方法によるモニタリングを実施することが出来るものとする。 

  



別紙33 出資者確認書 

 

 

平成【○】年【○】月【○】日 

川西市  

川西市長【○】殿 

出 資 者 確 認 書 

 

川西市及び【○】株式会社（以下、「事業者」といいます。）間において、本日付けで締結

された「川西市中央北地区PFI事業」における協定書（以下、「本件協定書」といいます。）

に関して、出資者である株式会社【○】、株式会社【○】（以下、総称して「当社ら」とい

います。）は、本日付けをもって、貴市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明

及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者確認書において用いられる用

語の定義は、本件協定書に定めるとおりとします。 

記 

1. 事業者が、平成【○】年【○】月【○】日に会社法上の株式会社として適法に設立さ

れ、本日現在有効に存在すること。 

2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は【○】株であり、うち、【○】株を株式会

社【○】が、【○】株を株式会社【○】が、それぞれ保有していること。 

3. 当社らは、貴市の承諾なく、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部

の第三者への譲渡は一切行わないこと。 

4. 事業者が本件事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社

らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は

同株式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を貴市に対して書面により

通知し、貴市の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の

写しをその締結後速やかに貴市に対して提出すること。 

5. 第 3項及び第 4項に規定する場合を除き、当社らは、本協定の終了までの間、事業者
の株式又は出資を保有するものとし、貴市の事前の書面による承諾がある場合を除き、

譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対

して当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合において

も、貴市の事前の書面による承諾を得て行うこと。 

6. 当社らは、当社ら以外の事業者の株主をして、貴市に対し、本書同旨の出資者確認書
を差し入れさせ、第3項ないし第5項の義務を遵守させること。            

 

 


